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条 例 の あ ら ま し 

 

○ 名古屋市水道給水条例の一部を改正する条例（第 5号） 

 1  改正内容 

   民法（明治29年法律第89号）の一部改正に伴い、規定の整備を行います。 

（第 4条及び第14条関係） 

 2  施行期日 

令和 5年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市消防表彰条例及び火災予防条例の一部を改正する条例（第 6号） 

 1  改正内容 

   消防長の名称変更に伴い、規定の整理を行います。 

  (1) 名古屋市消防表彰条例の規定の整理を行います。（第 1条、第 3条、

第 5条及び第 8条関係） 

  (2) 火災予防条例の規定の整理を行います。（第 5条、第14条、第14条の 

2、第21条、第22条の 2、第23条、第27条、第28条、第36条の 7、第43 

条の 3、第56条、第64条の 7、第64条の 9、第64条の10、第71条、第71 

条の 2及び第72条の 2関係） 

 2  関係条例の整理等 

消防長の名称変更に伴い、名古屋市交通安全対策会議条例（昭和45年名

古屋市条例第63号）、名古屋市防災会議条例（昭和48年名古屋市条例第25

号）及び名古屋市地震災害警戒本部条例（平成14年名古屋市条例第55号）

の規定の整理等を行います。 

 3  施行期日 

   令和 5年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市消防団条例の一部を改正する条例（第 7号） 

 1  改正内容 

   名古屋市立丸の内小学校の新設に伴い、規定の整理を行います。（別表

関係） 
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 2  施行期日 

令和 5年 4月 1日から施行します。 

 

○ 道路構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例（第 8号） 

 1  改正内容 

   歩行者利便増進道路の規定を新設します。（第45条関係） 

 2  施行期日 

令和 5年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市子ども・子育て支援法施行条例及び名古屋市地域療育センター条 

  例の一部を改正する条例（第 9号） 

 1  改正内容 

   こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（令和 4

年法律第76号）による児童福祉法（昭和22年法律第 164号）及び子ども・

子育て支援法（平成24年法律第65号）の一部改正に伴い、規定の整理を行

います。 

 2  施行期日 

令和 5年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定め 

  る条例の一部を改正する条例（第10号） 

 1  改正内容 

   就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律第 3条第 2項及び第 4項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及

び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準（平成26年内閣

府・文部科学省・厚生労働省告示第 2号）の一部改正に伴い、規定の整理

を行います。（第 2条関係） 

 2  施行期日 

令和 5年 4月 1日から施行します。 
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規 則 の あ ら ま し 

 

○ 名古屋市総合リハビリテーションセンター条例施行細則等の一部を改正す

る規則（第15号） 

 1  改正内容 

   こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（令和 4

年法律第76号）による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成17年法律第 123号）の一部改正等に伴い、規定の整理を

行います。 

 2  施行期日 

令和 5年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市浄化槽法等施行細則及び名古屋市動物の愛護及び管理に関する条

例施行細則の一部を改正する規則（第16号） 

 1  改正内容 

   環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の

身分を示す証明書の様式の特例に関する省令（令和 3年環境省令第 2号）

の施行等に伴い、規定を整備します。 

 2  施行期日 

令和 5年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市立中央看護専門学校規則の一部を改正する規則（第17号） 

 1  改正内容 

   看護第一学科及び看護第二学科において、令和 4年度以降に入学する学 

生の募集を停止したことに伴い、規定の整備を行います。（第 3条関係） 

 2  施行期日 

令和 5年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市都市公園条例施行細則の一部を改正する規則（第18号） 

 1  改正内容 
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  (1) 駐車場（鶴舞公園）の供用時間及び料金等の変更を行います。（別表

第 1、別表第 2  1及び別表第 3関係） 

  (2) 指定有料公園施設の早朝及び薄暮の使用料の額の改定等を行います。 

（別表第 2  2関係） 

 2  施行期日等 

(1) 令和 5年 6月 1日から施行します。ただし、指定有料公園施設の使用 

に係る手続に関する規定は公布の日から、別表第 2  2条例別表第 2備 

考第 3号による指定有料公園施設の使用料の表の改正規定は同年 4月 1  

日から施行します。 

(2) この規則の施行に伴う経過措置を定めます。 

 

○ 名古屋市病院事業の設置等に関する条例施行細則等を廃止する規則（第19

号） 

 1  廃止内容 

   名古屋市病院事業の設置等に関する条例施行細則（令和 3年名古屋市規

則第52号）等を廃止します。 

 2  施行期日 

令和 5年 4月 1日から施行します。 
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名古屋市水道給水条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  令和 5 年 3 月14日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第 5 号 

 

   名古屋市水道給水条例の一部を改正する条例 

 

名古屋市水道給水条例（昭和22年名古屋市条例第34号）の一部を次のように

改正する。 

第 4 条第 2 項中「同意書」の次に「又は民法（明治29年法律第89号）第 213 

条の 2 第 3 項の規定による通知に関する報告書」を加える。 

第14条第 1 項に次のただし書を加える。 

 ただし、民法第 213 条の 2 第 3 項の規定による通知をした者については、 

この限りでない。 

第14条第 2 項中「によって承諾した」を「の規定により承諾し、又は通知を

受けた」に改める。 

 

   附 則 

この条例は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 
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名古屋市消防表彰条例及び火災予防条例の一部を改正する条例をここに公布 

する。 

 

 

 

  令和 5年 3月15日 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第 6号 

 

   名古屋市消防表彰条例及び火災予防条例の一部を改正する条例 

 

 （名古屋市消防表彰条例の一部改正） 

第 1条 名古屋市消防表彰条例（昭和23年名古屋市条例第51号）の一部を次の 

ように改正する。 

  本則中「消防長」を「消防局長」に改める。 

  第 1条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第 1号中「警戒防禦」を

「警戒及び防御」に改める。 

 （火災予防条例の一部改正） 

第 2条 火災予防条例（昭和37年名古屋市条例第16号）の一部を次のように改 

 正する。 

  本則中「消防長」を「消防局長」に改める。 

  第64条の 7中「次の各号」を「次」に改める。 

 

   附 則 
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 （施行期日） 

 1 この条例は、令和 5年 4月 1日から施行する。 

 （名古屋市交通安全対策会議条例の一部改正） 

 2 名古屋市交通安全対策会議条例（昭和45年名古屋市条例第63号）の一部を 

 次のように改正する。 

  第 3条第 5項中「次の各号」を「次」に改め、同項第 7号を次のように改 

める。 

 (7) 名古屋市消防局長 

 （名古屋市防災会議条例の一部改正） 

 3 名古屋市防災会議条例（昭和38年名古屋市条例第25号）の一部を次のよう 

 に改正する。 

  第 4条第 5項中「次の各号」を「次」に改め、同項第 6号中「消防長」を 

 「消防局長」に改める。 

 （名古屋市地震災害警戒本部条例の一部改正） 

 4 名古屋市地震災害警戒本部条例（平成14年名古屋市条例第55号）の一部を 

 次のように改正する。 

  第 2条第 5項中「次の各号」を「次」に改め、同項第 6号中「消防長」を 

「消防局長」に改める。 
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 名古屋市消防団条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  令和 5年 3月15日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第 7号 

 

   名古屋市消防団条例の一部を改正する条例 

 

 名古屋市消防団条例（昭和38年名古屋市条例第64号）の一部を次のように改 

正する。 

 別表  1基本消防団の表中 

「     

 名古屋市名城 

消防団 
名古屋市立名城小学校の通学区域一円 25人  

    を 

 名古屋市御園 

消防団 
名古屋市立御園小学校の通学区域一円 25人  

    」 
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「     

 名古屋市名城 

消防団 

名古屋市立丸の内小学校に統合される直前 

の名古屋市立名城小学校の通学区域一円 
25人  

    に 

 名古屋市御園 

消防団 

名古屋市立丸の内小学校に統合される直前 

の名古屋市立御園小学校の通学区域一円 
25人  

    」 

改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和 5年 4月 1日から施行する。 
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 道路構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例をここに公布する。

 

 

 

  令和 5 年 3 月15日 

   

 

                  

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

                  

 

名古屋市条例第 8 号 

 

   道路構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例 

    

 道路構造の技術的基準を定める条例（平成24年名古屋市条例第 105 号）の一 

部を次のように改正する。 

 本則に次の 1 条を加える。 

 （歩行者利便増進道路） 

第45条 歩行者利便増進道路に設けられる歩道若しくは自転車歩行者道又は歩 

 行者利便増進道路である自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路には、

歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。 

 2   前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置 

 を誘導する必要があるときは、歩行者利便増進施設等を設置する場所を確保 

 するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該場所 

 に街灯、ベンチその他の歩行者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設 

 を設けるものとする。 

 3  歩行者利便増進道路（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する 
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法律第10条第 1 項に規定する新設特定道路を除く。）は、移動等円滑化のた 

めに必要な道路の構造に関する基準を定める条例（平成24年名古屋市条例第 

  107 号）で定める基準に適合する構造とするものとする。 

 

   附 則 

この条例は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 
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 名古屋市子ども・子育て支援法施行条例及び名古屋市地域療育センター条例 

の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  令和 5年 3月17日 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第 9号 

 

   名古屋市子ども・子育て支援法施行条例及び名古屋市地域療育セ 

   ンター条例の一部を改正する条例 

 

 （名古屋市子ども・子育て支援法施行条例の一部改正） 

第 1条 名古屋市子ども・子育て支援法施行条例（平成27年名古屋市条例第53 

 号）の一部を次のように改正する。 

  第 2条第 1項中「第19条第 1項第 1号」を「第19条第 1号」に、「同項第 

  2号」を「同条第 2号」に改め、同条第 2項中「第19条第 1項第 3号」を「 

 第19条第 3号」に改める。 

 （名古屋市地域療育センター条例の一部改正） 

第 2条 名古屋市地域療育センター条例（平成 5年名古屋市条例第14号）の一 

 部を次のように改正する。 

  第 4条第 1項中「次の各号」を「次」に改め、同項第 1号ア中「厚生労働 

 大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 
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   附 則 

 この条例は、令和 5年 4月 1日から施行する。 
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 名古屋市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める 

条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

    

 

  

  令和 5年 3月17日 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第10号 

 

   名古屋市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要 

   件を定める条例の一部を改正する条例 

 

 名古屋市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める 

条例（平成30年名古屋市条例第 8号）の一部を次のように改正する。 

 第 2条の表附則第 7項の項中「附則第 7項」を「附則第 8項」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和 5年 4月 1日から施行する。 
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名古屋市総合リハビリテーションセンター条例施行細則等の一部を改正する 

規則をここに公布する。 

 

 

 

令和 5年 3月15日 

 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第15号 

 

名古屋市総合リハビリテーションセンター条例施行細則等の一部 

を改正する規則 

 

（名古屋市総合リハビリテーションセンター条例施行細則の一部改正） 

第 1条 名古屋市総合リハビリテーションセンター条例施行細則（平成元年名

古屋市規則第91号）の一部を次のように改正する。 

  第22条第 1項第 2号キ中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。 

（名古屋市障害者医療費助成条例施行細則の一部改正） 

第 2条 名古屋市障害者医療費助成条例施行細則（昭和48年名古屋市規則第99

号）の一部を次のように改正する。 

第 3条の 4中「次の各号」を「次」に改め、同条第 3号中「厚生労働省令」

を「主務省令」に改める。 

（名古屋市障害者医療費助成条例施行細則の一部を改正する規則の一部改正）

第 3条 名古屋市障害者医療費助成条例施行細則の一部を改正する規則（平成

18年名古屋市規則第 151号）の一部を次のように改正する。 
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附則第 3項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。 

 

附 則 

この規則は、令和 5年 4月 1日から施行する。 
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名古屋市浄化槽法等施行細則及び名古屋市動物の愛護及び管理に関する条例 

施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

令和 5年 3月15日 

 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第16号 

 

名古屋市浄化槽法等施行細則及び名古屋市動物の愛護及び管理に 

関する条例施行細則の一部を改正する規則 

 

（名古屋市浄化槽法等施行細則の一部改正） 

第 1条 名古屋市浄化槽法等施行細則（昭和60年名古屋市規則第 115号）の一

部を次のように改正する。 

第19条中「第19号様式」を「環境省の所管する法律の規定に基づく立入検

査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令（令

和 3年環境省令第 2号）別記様式」に改める。 

第19号様式を削る。 

（名古屋市動物の愛護及び管理に関する条例施行細則の一部改正） 

第 2条 名古屋市動物の愛護及び管理に関する条例施行細則（平成13年名古屋

市規則第74号）の一部を次のように改正する。 

第13条中「第 4号様式」を「環境省の所管する法律の規定に基づく立入検

査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令（令 
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和 3年環境省令第 2号）別記様式」に改める。 

 第15条第 2項中「第 5号様式」を「第 4号様式」に改める。 

第 4号様式を削り、第 5号様式を第 4号様式とする。 

 

附 則 

この規則は、令和 5年 4月 1日から施行する。 
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名古屋市立中央看護専門学校規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

令和 5年 3月15日 

 

 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第17号 

 

名古屋市立中央看護専門学校規則の一部を改正する規則 

 

名古屋市立中央看護専門学校規則（昭和50年名古屋市規則第40号）の一部を

次のように改正する。 

第 3条の表看護第一学科の項中「80人」を「40人」に改め、同表看護第二学

科の項中「 120人」を「80人」に改める。 

 

附 則 

この規則は、令和 5年 4月 1日から施行する。 
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 名古屋市都市公園条例施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 5 年 3 月16日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第18号 

 

   名古屋市都市公園条例施行細則の一部を改正する規則 

 

 名古屋市都市公園条例施行細則（昭和34年名古屋市規則第14号）の一部を次 

のように改正する。 

 別表第 1 中 

「  

駐車場（鶴舞公 

園） 

 1 月 4 日から12月28日まで  午前 8 時45分から 

午後 9 時30分まで 

                                  」 

を 

 

 

 

 

 

23



「 

駐車場（鶴舞公 

園） 

 1 月 4 日から12月28日まで  午前 0 時から午後 

12時まで。ただし、

入庫の取扱い時間 

は、午前 4 時30分 

から午後12時まで 

とする。 

                                  」 

に改める。 

別表第 2   1 駐車場の使用料の表中 

「  

名 城 公 園 

 

 1 台 1 回 

 大型自動車        600円 

 普通自動車       180円 

 自動二輪車及び 
             100円 
 原動機付自転車 

白 川 公 園 

鶴 舞 公 園 

若 宮 大 通 公 園 

                                  」 

を 
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「 

名 城 公 園 

 

 1 台 1 回 

 大型自動車        600円 

 普通自動車       180円 

 自動二輪車及び 
             100円 
 原動機付自転車 

白 川 公 園 

 

 1 台 1 回 

 普通自動車       180円 

 自動二輪車及び 
             100円 
 原動機付自転車 

鶴 舞 公 園 

 

 1 台 1 回 

 大型自動車        600円 

 普通自動車       200円 

若 宮 大 通 公 園 

 

 1 台 1 回 

 大型自動車        600円 

 普通自動車       180円 

 自動二輪車及び 
             100円 
 原動機付自転車 

                                  」 

に改め、同表備考ただし書中「する」を「し、鶴舞公園において普通自動車を 

駐車させる場合で、午前 9 時から午後 5 時までの間（駐車の開始時から30分ま 

でごとに区分した場合における各区分に係る駐車時間のうち、午前 9 時の前後 

にまたがるものを除く。）の金額が 1,400 円を超えるときは、平日（土曜日、 

日曜日及び祝日法による休日以外の日をいう。）である場合に限り、その時間 

帯の金額は 1,400 円とする」に改める。 

 別表第 2   2 条例別表第 2 備考第 3 号による指定有料公園施設の使用料の表 

を次のように改める。 
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  2  条例別表第 2 備考第 3 号による指定有料公園施設の使用料 

指定有料公園施設の名称 区分 使 用 料 の 額（  1  回 ） 

春 期 及 

び 秋 期 

夏 期 冬 期 

陸 上 競 技 場 早朝  1,100 円 1,600 円    600 円 

薄暮    800 円 1,600 円 

野 球 場（  1  面 ） 早朝    800 円  1,100 円 

 （ 800 円）

   400 円 

薄暮    600 円  1,100 円 

テニスコート（  1  面 ） 

 鶴舞公園テニスコート 早朝    800 円 1,200 円    400 円 

 その他の公園のテニスコ 

 ート 

早朝    400 円    600 円 

 （ 400 円）

   200 円 

薄暮    300 円    600 円 

球 技 場 早朝  1,100 円 1,600 円    600 円 

薄暮    800 円 1,600 円 

備考 

  1  使用時間の区分は、次のとおりとする。 

  (1) 早朝 日の出相当時刻から午前 8 時まで（冬期以外の時期にお 

いて、善南公園を使用する場合にあっては、午前 6 時から午前 8  

時まで） 

  (2) 薄暮 午後 5 時から日の入相当時刻まで 

  2  使用時期の区分は、次のとおりとする。 

  (1) 春期  3 月及び 4 月 

  (2) 夏期  5 月から 8 月まで 

  (3) 秋期  9 月及び10月 

  (4) 冬期  1 月、 2 月、11月及び12月 

  3  （ ）内の額は、善南公園を使用する場合に適用する。 
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別表第 3 中 

「 

名 城 公 園 駐 車 場 30分利用で 

きる駐車券 

11枚つづり 

又は11枚組 

1 冊 1,800 円 

白 川 公 園 

鶴 舞 公 園 

若 宮 大 通 公 園 

                                                                  」 

を 

「 

名 城 公 園 駐 車 場 30分利用で 

きる駐車券 

11枚つづり 

又は11枚組 

1 冊 1,800 円 

白 川 公 園 

鶴 舞 公 園 1 冊 2,000 円 

若 宮 大 通 公 園 1 冊 1,800 円 

                                  」 

に改める。 

 

附 則 

 1  この規則は、令和 5 年 6 月 1 日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 ただし、次項の規定は公布の日から、別表第 2   2 条例別表第 2 備考第 3 号 

による指定有料公園施設の使用料の表の改正規定は同年 4 月 1 日（以下「一 

部施行日」という。）から施行する。 

 2  この規則による改正後の名古屋市都市公園条例施行細則（以下「新規則」 

という。）の規定に基づく許可の申請その他指定有料公園施設を使用するた 

めに必要な手続は、一部施行日前においても行うことができる。 

 3  この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市都市公園条例施 

行細則の規定に基づいて発行されている普通自動車回数駐車券による施行日 

以後における鶴舞公園駐車場の利用については、新規則の規定にかかわらず、 

なお従前の例による。 
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名古屋市病院事業の設置等に関する条例施行細則等を廃止する規則をここに 

公布する。 

 

 

 

令和 5年 3月17日 

 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第19号 

 

名古屋市病院事業の設置等に関する条例施行細則等を廃止する規 

則 

 

次に掲げる規則は、廃止する。 

(1) 名古屋市病院事業の設置等に関する条例施行細則（令和 3年名古屋市規

則第52号） 

(2) 名古屋市立病院条例施行細則（令和 3年名古屋市規則第54号） 

(3) 名古屋市立病院財務規則（令和 3年名古屋市規則第53号） 

 

附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、令和 5年 4月 1日（以下「施行日」という。）から施行する。

（名古屋市立病院条例施行細則の廃止に伴う経過措置） 

2 施行日前の診療に係るこの規則による廃止前の名古屋市立病院条例施行細

則の規定による利用料金及び手数料については、なお従前の例による。 
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（名古屋市立病院財務規則の廃止に伴う経過措置） 

3 令和 4年度に係るこの規則による廃止前の名古屋市立病院財務規則第41条

の規定による決算整理及び同規則第42条の規定による決算報告書等の作成に

ついては、なお従前の例による。 

29



名古屋市告示第 132号 

 

名古屋農業振興地域整備計画の変更案について 

 

 名古屋農業振興地域整備計画を変更しますので、農業振興地域の整備に関す

る法律（昭和44年法律第58号）第13条第 4項において準用する同法第11条第 1

項の規定により公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案及び農業振興地域

整備計画を変更する理由を次のとおり縦覧に供します。 

 なお、名古屋市の住民で、当該農業振興地域整備計画の変更案に対し意見が

ある者は、令和 5年 4月12日までに市に意見書を提出することができます。提

出された意見書は要旨をとりまとめ、その処理結果と併せて、後日公告します。 

 また、当該農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画の変更案に係る農用

地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農

用地利用計画の変更案に対して異議があるときは、令和 5年 4月12日の翌日か

ら起算して15日以内に市にこれを申し出ることができます。 

 

  令和 5年 3月13日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し  

 

1  農業振興地域整備計画変更案概要 

  (1) 農用地利用計画のうち農用地区域から除外する農地 

   名古屋市港区小川一丁目88番 2 

   名古屋市港区西福田二丁目1202番 

(2) 農用地利用計画のうち農用地区域へ編入する土地 

   該当なし 

 

2 農業振興地域整備計画の変更案及び農業振興地域整備計画を変更する理由

の縦覧期間 

   令和 5年 3月13日から同年 4月12日まで 
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 3  農業振興地域整備計画の変更案及び農業振興地域整備計画を変更する理由

の縦覧場所 

   名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

   名古屋市緑政土木局都市農業課 

   (名古屋市役所西庁舎 5階) 

                     

 

  名古屋市緑政土木局都市農業課 
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名古屋市告示第 133号 

 

   開発行為に関する工事の完了 

 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第35条第 1項の規定により許可した次

の開発行為に関する工事が完了しました。 

 

  令和 5年 3月13日 

                    

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1 許可年月日及び許可番号 

  令和 4年 2月 1日  3指令住開指第 109号 

 

 2 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

名古屋市緑区鳴海町字赤塚35番 2、35番 3、35番 4、36番、37番、38番、

38番地先及び字山ノ神 111番 2の一部 

  

3 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

  愛知県一宮市東出町 7番地の 1 

  株式会社エサキホーム 

  代表取締役 江㟢豪治 

 

 

 

 

                名古屋市住宅都市局建築指導部開発指導課 
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名古屋市告示第 134号 

 

   開発行為に関する工事の完了 

 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第35条第 1項の規定により許可した次

の開発行為に関する工事が完了しました。 

 

  令和 5年 3月13日 

                    

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1 許可年月日及び許可番号 

  令和 3年10月25日  3指令住開指第64号 

 

 2 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

名古屋市緑区乗鞍三丁目 170番、 171番、 172番、 175番、 176番、 177

番、 180番、 181番、 182番、 183番、 184番 1、 185番 1及び 185番 2

並びに 178番、 179番及び 196番の各一部 

  

3 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

  名古屋市瑞穂区苗代町15番 1号 

  ブラザー不動産株式会社 

  代表取締役 小森諭司 

 

 

 

 

                名古屋市住宅都市局建築指導部開発指導課 
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名古屋市告示第 135 号 

 

      市議会の議決を経た予算の要領 

       

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第 219 条第 2 項の規定により、令和 5 年 

 3 月 7 日本市市会本会議において議決された予算の要領を次のとおり公表しま 

す。 

     

    令和 5 年 3 月15日 

        

                               名古屋市長  河  村  た か し  

 

 1   令和 4 年度名古屋市一般会計補正予算（第 8 号） 

 2   令和  4  年度名古屋市国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号） 

 3   令和  4  年度名古屋市名古屋城天守閣特別会計補正予算（第 1 号） 

 4   令和  4  年度名古屋市公債特別会計補正予算（第 2 号） 

 5   令和 4 年度名古屋市病院事業会計補正予算（第 1 号） 

 6   令和 4 年度名古屋市下水道事業会計補正予算（第 2 号） 

                                    

                      名古屋市財政局財政部財政課 
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と

の
金

額
並

び
に

補
正

後
の

歳
入

歳
出

予
算

の
金

額
は

、
「

第
 1

 表
歳

入
歳

出

 
 
予

算
補

正
」

に
よ

る
。

 
 
（

繰
越

明
許

費
の

補
正

）

第
 2

 条
 
 
繰

越
明

許
費

の
追

加
は

、
「

第
 2

 表
繰

越
明

許
費

補
正

」
に

よ
る

。

 
 
（

地
方

債
の

補
正

）

第
 3

 条
 
 
地

方
債

の
追

加
及

び
変

更
は

、
「

第
 3

 表
地

方
債

補
正

」
に

よ
る

。

令
和

 4
 年

度
名

古
屋

市
一

般
会

計
補

正
予

算
（
第

 8
 号

）
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第
 1

 表
 
 
歳
入
歳
出
予
算
補
正

歳
 
 
 
 
入

 

補
正

前
の

額
千

円
千

円
計

千
円

1
市

税
 

1
市

民
税

 

2
固

定
資

産
税

 

4
市

た
ば

こ
税

 

6
都

市
計

画
税

 

3
県

税
交

付
金

 

2
配

当
割

交
付

金
 

3
株

式
等

譲
渡

所
得

割
 

交
付

金

5
法

人
事

業
税

交
付

金
 

6
地

方
消

費
税

交
付

金
 

9
軽

油
引

取
税

交
付

金
 

6
地

方
交

付
税

 

1
地

方
交

付
税

 

9
国

庫
支

出
金

 

2
補

助
金

 

1
0

県
支

出
金

2
補

助
金

 

5
,
6
7
1
,
7
6
1
  

8
7
,
2
5
7
,
6
5
1
  

8
8
,
9
7
4
,
0
0
0
  

9
7
,
9
3
5
,
8
0
4
  

2
9
9
,
9
2
0
,
8
1
6
  

8
1
,
5
8
5
,
8
9
0
  

款
項

補
正

額

4
1
,
1
2
1
,
2
6
9
  

9
7
,
9
2
3
,
7
3
8
  

1
2
,
0
6
6
  

2
9
4
,
2
4
9
,
0
5
5
  

5
,
6
7
1
,
7
6
1
  

6
0
0
,
9
8
5
,
0
0
0
  

8
,
1
2
8
,
0
0
0
  

6
0
9
,
1
1
3
,
0
0
0
  

4
9
,
5
9
7
,
0
0
0
  

1
3
9
,
0
0
0
  

1
,
9
7
5
,
0
0
0
  

5
2
6
,
0
0
0
  

2
,
5
0
1
,
0
0
0
  

1
2
,
9
5
1
,
3
1
0
  

7
,
3
1
2
,
0
0
0
  

9
6
,
2
8
6
,
0
0
0
  

2
,
6
8
5
,
0
0
0
  

1
1
,
4
1
7
,
0
0
0
  

5
9
,
6
2
5
,
0
0
0
  

2
,
8
5
8
,
0
0
0
  

6
2
,
4
8
3
,
0
0
0
  

1
2
,
6
5
8
,
0
0
0
  

1
3
,
1
8
2
,
0
0
0
  

9
,
4
9
3
,
6
6
8
  

3
,
4
5
7
,
6
4
2
  

1
2
,
9
5
1
,
3
1
0
  

9
,
4
9
3
,
6
6
8
  

3
,
4
5
7
,
6
4
2
  

2
8
9
,
9
1
6
,
0
0
0
  

6
,
0
6
4
,
0
0
0
  

2
9
5
,
9
8
0
,
0
0
0
  

2
2
5
,
7
6
5
,
0
0
0
  

1
,
1
8
8
,
0
0
0
  

2
2
6
,
9
5
3
,
0
0
0
  

4
1
,
1
3
3
,
3
3
5
  

1
2
,
0
6
6
  

1
6
,
1
0
5
,
0
0
0
  

7
3
7
,
0
0
0
  

1
6
,
8
4
2
,
0
0
0
  

8
3
0
,
0
0
0
  

3
,
5
1
5
,
0
0
0
  

4
9
,
7
3
6
,
0
0
0
  

8
,
8
4
3
,
0
0
0
  

2
,
5
7
4
,
0
0
0
  

5
2
4
,
0
0
0
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1
2

寄
附

金

1
寄

附
金

 

1
3

繰
入

金
 

2
基

金
繰

入
金

 

1
5

諸
収

入
 

5
受

託
事

業
収

入
 

1
6

市
債

 

1
市

債
  

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 入

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 計

1
2
3
,
5
4
7
,
0
0
0
  

7
,
6
4
7
,
0
0
0
  

1
3
1
,
8
0
5
,
3
7
8
  

1
3
1
,
8
0
2
,
8
8
6
  

3
,
8
5
0
,
4
9
6
  

1
,
4
5
5
,
2
2
5
,
1
3
5
  

3
4
,
6
2
6
,
6
5
9
  

1
3
1
,
1
9
4
,
0
0
0
  

1
3
1
,
1
9
4
,
0
0
0
  

1
2
3
,
5
4
7
,
0
0
0
  

7
,
6
4
7
,
0
0
0
  

1
,
4
8
9
,
8
5
1
,
7
9
4
  

2
,
3
0
0
,
0
0
0
  

6
,
1
5
0
,
4
9
6
  

3
,
8
5
0
,
4
9
6
  

2
,
3
0
0
,
0
0
0
  

6
,
1
5
0
,
4
9
6
  

1
,
1
6
8
,
7
7
7
  

2
,
4
9
2
  

1
,
1
7
1
,
2
6
9
  

2
7
,
5
0
0
,
3
6
4
  

9
5
,
6
9
8
  

2
7
,
5
9
6
,
0
6
2
  

9
,
4
6
6
,
6
7
2
  

9
5
,
6
9
8
  

9
,
5
6
2
,
3
7
0
  

2
,
4
9
2
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歳
 
 
 
 
出

補
正

前
の

額
千

円
千

円
計

千
円

2
総

務
費

 

1
総

務
管

理
費

2
財

務
管

理
費

3
健

康
福

祉
費

 

1
社

会
福

祉
費

2
老

人
福

祉
費

 

4
子

ど
も

青
少

年
費

 

1
子

ど
も

青
少

年
費

 

9
緑

政
土

木
費

 

2
道

路
橋

り
よ

う
費

 

3
街

路
費

 

4
治

水
費

 

1
0

住
宅

都
市

費
 

1
都

市
計

画
費

 

1
2

教
育

費
 

2
小

学
校

費
 

3
中

学
校

費
 

4
高

等
学

校
費

 

5
幼

稚
園

費
 

1
3
2
,
4
7
9
,
8
0
9
  

4
1
5
,
0
6
7
,
7
5
1
  

1
8
0
,
0
1
4
,
1
4
5
  

1
,
2
2
1
,
7
9
2
  

1
,
2
2
1
,
7
9
2
  

1
8
1
,
2
3
5
,
9
3
7
  

1
8
1
,
2
3
5
,
9
3
7
  

9
6
,
0
9
3
  

6
1
,
6
3
1
,
0
1
4
  

7
,
4
3
4
  

1
8
2
,
3
0
0
  

8
4
,
8
1
6
,
6
7
6
  

1
6
,
5
2
5
,
3
5
5
  

2
5
,
7
0
5
,
4
0
1
  

1
,
5
2
0
,
0
4
8
  

1
,
1
1
3
,
9
2
3
  

2
,
6
3
3
,
9
7
1
  

1
7
4
,
8
6
6
  

1
4
,
0
0
1
,
6
0
0
  

項

1
5
,
7
8
0
,
8
8
4
  

3
2
5
,
2
3
3
  

1
1
6
,
4
9
2
  

1
3
2
,
3
8
3
,
7
1
6
  

款
補

正
額

3
5
,
6
9
9
,
5
0
2
  

1
6
,
3
4
6
,
2
2
5
  

9
,
3
5
9
,
1
7
6
  

7
5
,
2
9
8
,
0
0
8
  

3
1
,
7
6
2
,
5
9
6
  

5
1
,
4
8
0
,
3
8
6
  

4
1
4
,
5
0
5
,
3
0
3
  

5
6
2
,
4
4
8
  

6
2
,
0
9
7
,
3
6
9
  

4
6
6
,
3
5
5
  

1
8
0
,
0
1
4
,
1
4
5
  

1
3
,
0
0
9
,
6
8
8
  

3
,
5
1
5
,
6
6
7
  

2
2
,
9
5
3
,
8
1
3
  

4
5
,
8
7
8
,
9
0
1
  

4
6
,
2
0
4
,
1
3
4
  

9
,
5
1
6
,
5
5
0
  

2
2
,
6
2
8
,
5
8
0
  

3
2
5
,
2
3
3
  

7
0
,
8
1
5
,
0
7
6
  

2
,
4
3
8
,
7
1
4
  

7
7
,
7
3
6
,
7
2
2
  

2
4
,
7
6
1
,
6
4
4
  

3
2
2
,
2
2
2
  

2
5
,
0
8
3
,
8
6
6
  

5
,
8
1
3
,
9
5
2
  

2
,
0
0
0
,
0
0
0
  

1
1
,
5
1
6
,
5
5
0
  

5
,
9
3
0
,
4
4
4
  

1
7
,
9
8
1
,
7
1
2
  

1
3
,
7
8
0
,
8
8
4
  

5
,
2
4
6
,
0
1
1
  

2
,
0
0
0
,
0
0
0
  

7
,
2
4
6
,
0
1
1
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6
特

別
支

援
学

校
費

 

1
5

諸
支

出
金

 

1
公

営
企

業
会

計
支

出
金

  

5
0
,
3
0
5
,
3
5
1
  

1
,
3
0
6
,
5
8
6
  

5
,
4
0
0
  

5
0
,
3
0
5
,
3
5
1
  

2
9
5
,
9
8
8
  

5
0
,
0
0
9
,
3
6
3
  

5
0
,
0
0
9
,
3
6
3
  

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 出

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 計

1
,
4
5
5
,
2
2
5
,
1
3
5
  

3
4
,
6
2
6
,
6
5
9
  

1
,
3
0
1
,
1
8
6
  

2
9
5
,
9
8
8
  

1
,
4
8
9
,
8
5
1
,
7
9
4
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第
 2

 表
 
 
繰

越
明

許
費

補
正

千
円

瑞
穂

公
園

陸
上

競
技

場
等

の
整

備

6
9
,
1
2
0
 
 

2
7
5
,
7
7
2
 
 

3
2
0
 
 

民
間

保
育

所
の

改
築

補
助

2
7
3
,
9
6
4
 
 

地
域

療
育

セ
ン

タ
ー

送
迎

用
車

両
へ

の
安

全
装

置
の

設
5
4
0
 
 

置障
害

児
通

所
支

援
事

業
所

等
送

迎
用

車
両

の
安

全
装

置
3
0
2
,
0
6
0
 
 

設
置

補
助

民
間

保
育

所
等

の
睡

眠
時

事
故

防
止

機
器

導
入

補
助

2
0
5
,
5
0
0
 
 

1
,
1
2
0
 
 

1
2
3
,
0
0
0
 
 

民
間

保
育

所
等

の
見

守
り

機
器

導
入

補
助

民
間

保
育

所
等

に
お

け
る

保
育

環
境

向
上

事
業

4
子

ど
も

青
少

年
費

1
子

ど
も

青
少

年
費

中
ス

ポ
ー

ツ
セ

ン
タ

ー
の

コ
ー

ジ
ェ

ネ
レ

ー
シ

ョ
ン

ユ
ニ

ッ
ト

分
解

整
備

款
項

金
額

事
業

名

る
調

査

32

地
域

療
育

セ
ン

タ
ー

へ
の

Ｉ
Ｃ

Ｔ
機

器
の

導
入

2
総

務
費

6
防

災
危

機
管

理
費

想
定

し
得

る
最

大
規

模
（

 
２

）
災

害
へ

の
対

応
に

係
5
9
,
9
5
0
 
 

3
健

康
福

祉
費

1
社

会
福

祉
費

障
害

福
祉

施
設

等
に

お
け

る
ロ

ボ
ッ

ト
等

導
入

補
助

老
人

福
祉

費

9
1
,
7
4
6
 
 

障
害

者
支

援
施

設
の

感
染

防
止

対
策

整
備

補
助

介
護

施
設

等
の

非
常

用
発

電
機

等
整

備
補

助
4
6
6
,
3
5
5
 
 

4
,
3
4
7
 
 

民
間

保
育

所
等

の
Ｉ

Ｃ
Ｔ

機
器

導
入

補
助

3
5
5
,
5
8
5
 
 

1
3
,
5
5
0
 
 

ス
ポ

ー
ツ

費

地
域

療
育

セ
ン

タ
ー

へ
の

見
守

り
機

器
の

導
入

露
橋

ス
ポ

ー
ツ

セ
ン

タ
ー

の
ト

イ
レ

改
修

2
3
5
,
0
7
1
 
 

ス
ポ

ー
ツ

市
民

費
6
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西
名

古
屋

港
線

の
設

備
更

新
費

補
助

小
学

校
費

名
古

屋
駅

タ
ー

ミ
ナ

ル
機

能
の

強
化

街
路

費
3

文
化

交
流

費

1
1

校
舎

等
の

リ
ニ

ュ
ー

ア
ル

改
修

市
民

会
館

改
築

基
本

計
画

の
策

定

2
,
3
0
0
,
0
0
0
 
 

8
9
7
,
9
6
8
 
 

高
速

道
路

公
社

へ
の

出
資

金
及

び
建

設
資

金
貸

付
金

連
鎖

的
建

物
リ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

の
促

進

都
市

整
備

1

校
舎

の
増

築

観
光

文
化

交
流

費
2

1
2

教
育

費
2

消
防

費

名
古

屋
城

費

志
段

味
ス

ポ
ー

ツ
ラ

ン
ド

ト
イ

レ
改

修
の

設
計

名
古

屋
城

二
之

丸
庭

園
の

保
存

整
備

1
0

東
山

総
合

公
園

の
整

備

住
宅

都
市

費

名
鉄

名
古

屋
本

線
桜

駅
・

本
星

崎
駅

間
連

続
立

体
交

差
事

業

道
路

・
橋

り
よ

う
の

整
備

5
緑

政
費

公
園

の
整

備

3

橋
り

よ
う

改
築

の
受

託
工

事

3
,
6
0
0
 
 

土
木

管
理

費

2
道

路
橋

り
よ

う
費

2
,
6
4
9
,
2
2
2
 
 

1
0
,
2
6
2
 
 

5
,
3
7
5
,
0
7
8
 
 

9
2
4
,
4
9
2
 
 

5
9
,
9
5
0
 
 

4

3
0
,
0
0
0
 
 

2
2
,
0
0
0
 
 

1

名
古

屋
城

本
丸

御
殿

障
壁

画
表

具
工

事

都
市

計
画

費
1
0
,
0
0
0
 
 

3
3
,
0
5
8
 
 

治
水

費

3
6
1
,
0
0
0
 
 

3
,
1
3
5
,
0
0
0
 
 

河
川

・
排

水
路

の
整

備

9
3
2
,
0
0
0
 
 

2
6
6
,
6
6
7
 
 

消
防

費
消

防
車

両
の

購
入

3
8
3
,
2
1
3
 
 

1
,
0
4
7
,
0
1
1
 
 

5
,
4
0
0
 
 

街
路

の
整

備

4
0
1
,
4
9
6
 
 

9
緑

政
土

木
費

1

8

消
防

団
詰

所
の

改
築

地
下

街
の

非
常

用
発

電
機

整
備

補
助

1
8
,
5
6
6
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千
円

金
額

款
項

事
業

名

小
学

校
費

ス
ク

ー
ル

バ
ス

へ
の

安
全

装
置

の
設

置

1
0
,
0
0
0
 
 

4
,
6
5
9
 
 

5
,
4
0
0
 
 

3

1
5
,
0
0
0
 
 

2
8
5
,
1
5
0
 
 

2
,
7
7
5
 
 

校
舎

等
の

保
全

改
修

・
設

備
改

修

指
定

避
難

所
の

給
排

水
機

能
確

保
策

の
推

進

園
舎

リ
ニ

ュ
ー

ア
ル

改
修

の
設

計

ブ
ロ

ッ
ク

塀
の

撤
去

等

指
定

避
難

所
の

給
排

水
機

能
確

保
策

の
推

進

校
舎

等
保

全
改

修
・

設
備

改
修

の
設

計

ト
イ

レ
の

環
境

改
善

中
学

校
費

受
水

槽
の

改
修

受
水

槽
の

改
修

2

ブ
ロ

ッ
ク

塀
の

撤
去

等

ブ
ロ

ッ
ク

塀
の

撤
去

等

1
9
7
,
9
1
2
 
 

7
8
2
,
8
4
0
 
 

ト
イ

レ
の

環
境

改
善

校
舎

等
の

リ
ニ

ュ
ー

ア
ル

改
修

7
7
4
,
0
0
0
 
 

2
,
5
8
2
,
3
1
3
 
 

5
1
,
7
7
5
 
 

ブ
ロ

ッ
ク

塀
の

撤
去

等

1
8
,
7
3
9
 
 

2
,
5
4
9
,
0
3
6
 
 

校
舎

保
全

改
修

・
設

備
改

修
の

設
計

1
7
8
,
0
0
0
 
 

6
5
,
0
0
0
 
 

1
,
0
8
4
,
8
1
8
 
 

高
等

学
校

費
校

舎
等

の
リ

ニ
ュ

ー
ア

ル
改

修

特
別

支
援

学
校

費
65

幼
稚

園
費

1
9
,
1
0
5
 
 

4
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第
 
3
 
表

 
 
地

方
債

補
正

 
 
1
 
 
追

 
 
加

 
 
分

千
円

年
5
.
0
％

以
内

 
 
2
 
 
変

　
更

　
分

年
5
.
0
％

以
内

起
債

年
度

よ
り

据
置

期
間

を
ふ

く
め

、
4
0
年

度
間

以
内

に
毎

年
元

利
も

し
く

は
元

金
均

等
の

方
法

に
し

方
式

で
借

り
入

れ
る

よ
り

、
又

は
満

期
日

に
元

金
を

一
括

し
て

償
還

す
政

府
資

金
及

び
地

方
公

る
。

た
だ

し
、

財
政

の
都

合
に

よ
り

据
置

期
間

及
共

団
体

金
融

機
構

資
金

び
償

還
期

限
を

短
縮

し
、

も
し

く
は

繰
上

償
還

又
に

つ
い

て
、

利
率

の
見

は
借

換
え

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
政

府
資

金
を

借
直

し
を

行
っ

た
後

に
お

り
入

れ
る

場
合

は
、

そ
の

融
資

条
件

に
よ

る
。

い
て

は
、

当
該

見
直

し
後

の
利

率
）

同
上

6
,
7
1
4
,
0
0
0

義
務

教
育

施
設

同
上

高
等

学
校

整
備

費
1
1
0
,
0
0
0

同
上

同
上

同
上

8
0
6
,
0
0
0

1
5
,
0
5
1
,
0
0
0

同
上

同
上

同
上

同
上

整
備

費

利
率

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

利
率

補
正

前
に

同
じ

に
同

じ
補

正
前

と
が

で
き

る
。

政
府

資
金

を
借

り
入

れ
る

場
合

は
、

そ
の

融
資

条
件

に
よ

る
。

利
率

償
 
 
 
 
 
 
 
還

 
 
 
 
 
 
 
の

 
 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
 
 
法

に
よ

り
据

置
期

間
及

び
償

還
期

限
を

短
縮

し
、

も
し

く
は

繰
上

償
還

又
は

借
換

え
す

る
こ

償
還

の
方

法
千

円

公
共

土
木

事
業

費
2
7
,
1
0
2
,
0
0
0

同
上

同
上

4
9
,
0
0
0

起
債

の
方

法

補
正

前
に

起
債

の
方

法

同
じ

限
度

額
起

債
の

目
的

千
円

起
債

年
度

よ
り

据
置

期
間

を
ふ

く
め

、
4
0
年

度
間

以
内

に
毎

年
元

利
も

し
く

は
元

金
均

等
普

通
貸

借
又

起
債

の
方

法

整
備

費

償
還

の
方

法

限
度

額

社
会

福
祉

施
設

起
債

の
目

的

は
証

券
発

行

1
9
,
0
0
0

普
通

貸
借

又

限
度

額

率
の

見
直

し
を

行
っ

た
後

に
お

い
て

は
、

当
該

見
直

し
後

の
利

率
）

団
体

金
融

機
構

資
金

に
つ

い
て

、
利

6
,
0
0
0

（
た

だ
し

、
利

率
見

直
し

方
式

で
借

同
上

り
入

れ
る

政
府

資
金

及
び

地
方

公
共

（
た

だ
し

､
利

率
見

直

補
正

前
補

正
後

幼
稚

園
整

備
費

同
上

2
8
,
3
1
0
,
0
0
0

の
方

法
に

よ
り

、
又

は
満

期
日

に
元

金
を

一
括

し
て

償
還

す
る

。
た

だ
し

、
財

政
の

都
合

は
証

券
発

行
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年
5
.
0
％

以
内

起
債

年
度

よ
り

据
置

期
間

を
ふ

く
め

、
4
0
年

度
間

以
内

に
毎

年
元

利
も

し
く

は
元

金
均

等
の

方
法

に
し

方
式

で
借

り
入

れ
る

よ
り

、
又

は
満

期
日

に
元

金
を

一
括

し
て

償
還

す
政

府
資

金
及

び
地

方
公

る
。

た
だ

し
、

財
政

の
都

合
に

よ
り

据
置

期
間

及
共

団
体

金
融

機
構

資
金

び
償

還
期

限
を

短
縮

し
、

も
し

く
は

繰
上

償
還

又
に

つ
い

て
、

利
率

の
見

は
借

換
え

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
政

府
資

金
を

借
直

し
を

行
っ

た
後

に
お

り
入

れ
る

場
合

は
、

そ
の

融
資

条
件

に
よ

る
。

い
て

は
、

当
該

見
直

し
後

の
利

率
）

償
還

の
方

法

補
正

後

利
率

起
債

の
方

法
限

度
額

起
債

の
方

法

1
1
,
1
0
4
,
0
0
0

同
上

同
上

同
上

臨
時

財
政

対
策

債
1
4
,
0
0
0
,
0
0
0

同
上

起
債

の
目

的
補

正
前

普
通

貸
借

又

千
円

は
証

券
発

行

利
率

都
市

高
速

鉄
道

2
8
5
,
0
0
0

事
業

補
助

金
補

正
前

に

千
円

限
度

額
償

還
の

方
法

同
じ

に
同

じ
5
5
1
,
0
0
0

同
上

同
上

同
じ

（
た

だ
し

､
利

率
見

直
補

正
前

に
補

正
前
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令

和
 
4

 
年

度
名

古
屋

市
国

民
健

康
保

険
特

別
会

計
の

補
正

予
算

（
第

 
1

 
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

 
 
（

歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
）

第
 1

 条
 
 
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

に
歳

入
歳

出
そ

れ
ぞ

れ
4
,
5
3
9
,
1
6
7
千

円
を

追
加

し
、

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
を

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

　
2
0
5
,
8
0
5
,
2
2
8
千

円
と

す
る

。

 2
  
 
歳

入
歳

出
予

算
の

補
正

の
款

項
の

区
分

及
び

当
該

区
分

ご
と

の
金

額
並

び
に

補
正

後
の

歳
入

歳
出

予
算

の
金

額
は

、
「

第
 1

 表
歳

入
歳

出

 
 
予

算
補

正
」

に
よ

る
。令

和
 
4

 
年

度
名

古
屋

市
国

民
健

康
保

険
特

別
会

計
補

正
予

算
（
第

 
1

 
号

）
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第
 
1
 
表
 
 
歳
入
歳
出
予
算
補
正

歳
 
 
 
 
入

補
正

前
の

額
千

円
千

円
計

千
円

1
国

民
健

康
保

険
収

入
 

4
県

支
出

金
 

3
繰

越
金

 

1
繰

越
金

  

歳
 
 
 
 
出

補
正

前
の

額
千

円
千

円
計

千
円

1
国

民
健

康
保

険
費

 

1
事

業
費

  

1
 
 

5
9
4
,
3
6
7
  

5
9
4
,
3
6
8
  

1
 
 

5
9
4
,
3
6
7
  

5
9
4
,
3
6
8
  

2
0
5
,
7
8
5
,
2
2
8
  

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 入

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 計

2
0
1
,
2
6
6
,
0
6
1
  

4
,
5
3
9
,
1
6
7
  

2
0
5
,
8
0
5
,
2
2
8
  

款
項

補
正

額

1
7
8
,
3
7
9
,
4
8
0
  

3
,
9
4
4
,
8
0
0
  

1
8
2
,
3
2
4
,
2
8
0
  

1
3
5
,
3
1
4
,
9
3
0
  

3
,
9
4
4
,
8
0
0
  

1
3
9
,
2
5
9
,
7
3
0
  

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 出

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 計

2
0
1
,
2
6
6
,
0
6
1
  

4
,
5
3
9
,
1
6
7
  

2
0
5
,
8
0
5
,
2
2
8
  

款
項

補
正

額

4
,
5
3
9
,
1
6
7
  

2
0
5
,
7
8
5
,
2
2
8
  

2
0
1
,
2
4
6
,
0
6
1
  

4
,
5
3
9
,
1
6
7
  

2
0
1
,
2
4
6
,
0
6
1
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令

和
 
4

 
年

度
名

古
屋

市
名

古
屋

城
天

守
閣

特
別

会
計

の
補

正
予

算
（

第
 
1

 
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

 
 
（

債
務

負
担

行
為

）

第
 1

 条
 
 
地

方
自

治
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
6
7
号

）
第

2
1
4
条

の
規

定
に

よ
り

債
務

を
負

担
す

る
行

為
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

事
項

、
期

間
及

　
び

限
度

額
は

、
「

第
 1

 表
債

務
負

担
行

為
」

に
よ

る
。

令
和

 
4

 
年

度
名

古
屋

市
名

古
屋

城
天

守
閣

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

 
1

 
号

）

－
5
－
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第
 1

 表
 
 
債
務
負
担
行
為

千
円

天
守

閣
木

造
復

元
の

実
施

設
計

令
和

 5
 年

度
か

ら
暫

定
的

に
令

和
 6

 年
度

ま
で

天
守

閣
木

造
復

元
の

木
工

事
令

和
 5

 年
度

か
ら

暫
定

的
に

令
和

 6
 年

度
ま

で
5
,
5
5
3
,
1
5
9

事
項

期
間

限
度

額

5
3
7
,
9
1
7

48



 
 
令

和
 4

 年
度

名
古

屋
市

公
債

特
別

会
計

の
補

正
予

算
（

第
 2

 号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 
 
（

歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
）

第
 1

 条
 
 
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

に
歳

入
歳

出
そ

れ
ぞ

れ
7
,
6
4
7
,
0
0
0
千

円
を

追
加

し
、

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
を

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

　
4
5
6
,
4
4
4
,
4
1
7
千

円
と

す
る

。

 2
  
 
歳

入
歳

出
予

算
の

補
正

の
款

項
の

区
分

及
び

当
該

区
分

ご
と

の
金

額
並

び
に

補
正

後
の

歳
入

歳
出

予
算

の
金

額
は

、
「

第
 1

 表
歳

入
歳

出

 
 
予

算
補

正
」

に
よ

る
。

令
和

 4
 年

度
名

古
屋

市
公

債
特

別
会

計
補

正
予
算

（
第

 2
 号

）

-
 
2
1
 
-

49



-
 
2
2
 
-

第
 1

 表
 
 
歳
入
歳
出
予
算
補
正

歳
 
 
 
 
入

補
正

前
の

額
千

円
千

円
計

千
円

1
公

債
 

1
公

債

 

歳
 
 
 
 
出

補
正

前
の

額
千

円
千

円
計

千
円

1
繰

出
金

1
起

債
額

繰
出

 
歳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 出

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 計

4
4
8
,
7
9
7
,
4
1
7
  

7
,
6
4
7
,
0
0
0
  

款
項

1
6
6
,
3
2
6
,
0
0
0
  

7
,
6
4
7
,
0
0
0
  

7
,
6
4
7
,
0
0
0
  

1
6
6
,
3
2
6
,
0
0
0
  

7
,
6
4
7
,
0
0
0
  

補
正

額

2
2
1
,
4
2
3
,
0
0
0
  

補
正

額

7
,
6
4
7
,
0
0
0
  

4
5
6
,
4
4
4
,
4
1
7
  

7
,
6
4
7
,
0
0
0
  

2
2
1
,
4
2
3
,
0
0
0
  

4
5
6
,
4
4
4
,
4
1
7
  

1
7
3
,
9
7
3
,
0
0
0
  

1
7
3
,
9
7
3
,
0
0
0
  

款
項

4
4
8
,
7
9
7
,
4
1
7
  

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 入

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 計

2
1
3
,
7
7
6
,
0
0
0
  

2
1
3
,
7
7
6
,
0
0
0
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（
総

　
則

）

第
 1

 条
　

令
和

 4
 年

度
名

古
屋

市
病

院
事

業
会

計
の

補
正

予
算

（
第

 1
 号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

 
 
 
 
 
（

収
益

的
収

入
及

び
支

出
）

（
収

益
的

収
入

及
び

支
出

）

第
 2

 条
　

令
和

 4
 年

度
名

古
屋

市
病

院
事

業
会

計
予

算
（

以
下

「
予

算
」

と
い

う
。

）
第

 3
 条

に
定

め
た

収
益

的
支

出
の

予
定

額
を

次
の

と
お

り
補

正
す

る
。

　
 
（

 
科

　
　

目
 
）

支
　

　
出

千
円

千
円

千
円

第
 1

 款

第
 1

 項

 
 
 
 
 
（

収
益

的
収

入
及

び
支

出
）

（
資

本
的

収
入

及
び

支
出

）

第
 3

 条
　

予
算

第
 4

 条
本

文
括

弧
書

中
「

1
1
4
,
0
2
4
千

円
」

を
「

9
5
,
0
2
4
千

円
」

に
改

め
、

資
本

的
支

出
の

予
定

額
を

次
の

と
お

り
補

正
す

る
。

　
 
（

 
科

　
　

目
 
）

支
　

　
出

千
円

千
円

千
円

第
 1

 款
△

第
 1

 項
△

2
,
0
2
2
,
2
4
5

1
7
4
,
0
0
0

2
,
1
9
6
,
2
4
5

令
和

 4
 年

度
名

古
屋

市
病

院
事

業
会

計
補

正
予

算
（

第
 1

 号
）

　
（

既
定

予
定

額
）

　
　

（
補

正
予

定
額

）
　

（
　

計
　

）

　
（

既
定

予
定

額
）

　
　

（
補

正
予

定
額

）
　

（
　

計
　

）

病
院

事
業

費
2
,
0
4
6
,
2
1
5

1
7
4
,
0
0
0

2
,
2
2
0
,
2
1
5

医
業

費
用

資
本

的
支

出
1
9
8
,
9
0
7

1
9
,
0
0
0

1
7
9
,
9
0
7

建
設

改
良

費
5
6
,
0
0
0

1
9
,
0
0
0

3
7
,
0
0
0
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（
総

　
則

）

第
 1

 条
　

令
和

 4
 年

度
名

古
屋

市
下

水
道

事
業

会
計

の
補

正
予

算
（

第
 2

 号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 
 
 
 
 
（

収
益

的
収

入
及

び
支

出
）

（
収

益
的

収
入

及
び

支
出

）

第
 2

 条
　

令
和

 4
 年

度
名

古
屋

市
下

水
道

事
業

会
計

予
算

（
以

下
「

予
算

」
と
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名古屋市告示第 136号 

 

都市公園の名称、位置及び区域並びに供用開始の期日の一部改正

について 

 

 昭和52年名古屋市告示第38号（都市公園の名称、位置及び区域並びに供用開

始の期日）の一部を次のように改正します。 

 その関係図面を緑政土木局緑地部緑地管理課において一般の縦覧に供します。 

 

  令和 5年 3月15日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

 表中 

「 

米野公園 中村区黄金通 2丁目、 3丁目、

権現通 3丁目、大正町 4丁目、

 5丁目 

図面中村62の

区域 

令和元年 5

月 1日 

                                  」 

を 

「 

米野公園 中村区黄金通 2丁目、 3丁目、

権現通 3丁目、大正町 4丁目、

 5丁目 

図面中村62の

2の区域 

令和元年 5

月 1日 

                                   」 

に改めます。 

    

名古屋市緑政土木局緑地部緑地管理課 
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名古屋市告示第 137 号 

 

   土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 

 

 地方税法（昭和25年法律第 226 号）第 416 条第 1 項の規定により、土地価格 

等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を次のとおり縦覧に供します。      

                   

  令和 5 年 3 月15日 

   

                 名古屋市長  河  村  た か し  

 

 1  縦覧期間 

  令和 5 年 4 月 1 日から同年 5 月 1 日まで。ただし、日曜日、土曜日及び国 

民の祝日に関する法律（昭和23年法律第 178 号）に規定する休日を除きます。 

 2  縦覧時間 

  午前 8 時45分から正午まで及び午後 1 時から午後 5 時15分まで 

 3  縦覧場所 

  土地又は家屋の所在する区を所管する市税事務所並びに土地又は家屋の所 

 在する区の区役所及び支所 

 

名古屋市財政局税務部固定資産税課 
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名古屋市告示第 138号 

 

土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定について 

 

 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第 1項の規定に基づき、特定

有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届

出をしなければならない区域を指定します。 

 

  令和 5年 3月17日 

   

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1 指定する区域 

名古屋市天白区塩釜口一丁目 505番の一部及び 507番の一部 

 

2 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類 

砒
ひ

素及びその化合物 

  ふっ素及びその化合物 

 

名古屋市環境局地域環境対策部地域環境対策課 
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名古屋市告示第 139 号 

 

名古屋市臨海部防災区域建築条例第 6 条の規定に基づく市長が指

定する区域について 

 

名古屋市臨海部防災区域建築条例（昭和36年名古屋市条例第 2 号）第 6 条の

規定により、市長が指定する区域を次のとおり定めます。平成19年名古屋市告

示第 361 号（名古屋市臨海部防災区域建築条例第 6 条の規定に基づく市長が指

定する区域）の一部を廃止します。 

 

  令和 5 年 3 月17日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

港区の区域の一部 

別図のとおり 

（「別図」は省略し、その図面を住宅都市局建築指導部建築指導課に備え置

いて、一般の縦覧に供します。） 

 

 

 

 

名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課 
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名古屋市告示第 140 号 

 

名古屋市臨海部防災区域建築条例施行細則第 2 条第 1 号に規定す

る港区のうち市長が定める区域 

 

名古屋市臨海部防災区域建築条例施行細則（平成 2 年名古屋市規則第 131 号。

以下「施行細則」という。）第 2 条第 1 号に規定する港区のうち市長が定める

区域を次のとおり追加します。 

 

  令和 5 年 3 月17日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

属する臨 海部防災区域の種別 
施行細則第 2 条第 1 号に規定する市長 

が定める区域 

第 1 種区域 別図のとおり 

 

（「別図」は省略し、その図面を住宅都市局建築指導部建築指導課に備え置

いて、一般の縦覧に供します。） 

 

 

 

 

名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課 
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名古屋市告示第 141号 

 

   有料公園施設等の供用月日の変更について 

 

 名古屋市都市公園条例（昭和34年名古屋市条例第15号）第18条の 4第 2項の

規定により、次のとおり有料公園施設等の供用月日を変更しますので、名古屋

市都市公園条例施行細則（昭和34年名古屋市規則第14号）第 6条第 3項の規定

により告示します。 

 

  令和 5年 3月17日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

1 有料公園施設等の名称 

  ガーデンプラザ（荒子川公園） 

 

2 変更内容 

   令和 5年 3月27日（月）及び同年 4月 3日（月）を供用する日に変更しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市緑政土木局緑地部緑地管理課 
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名古屋市告示第 142号 

 

   道路の占用の許可基準を定める要綱の一部改正について 

 

 道路の占用の許可基準を定める要綱（平成19年名古屋市告示第 226号）の一

部を改正しましたので告示します。 

 

  令和 5年 3月17日 

 

                名古屋市長  河 村 た か し 

 

 

道路の占用の許可基準を定める要綱 (平成19年 6月 8日制定) の一部を次の

ように改正する。 

 

 第24条第 2号中「市民経済局長」を「スポーツ市民局長」に改める。 

 第36条第 5号中「 3.5メートル以上であること。ただし、公益上やむを得な

いと認められる場合は、 2.5メートル以上とすることができる」を「 3.5メー

トル（公益上やむを得ないと認められる場合は、 1.5メートル）を超えている

こと」に改める。 

第55条第 1項中「次の各号」を「次」に改め、同項第 1号及び同条第 2項第 

 1号中「消防長」を「消防局長」に改める。 

 

附 則 

1 この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第55条の改正規定は、令和

5年 4月 1日から施行する。 

2 この要綱の施行の際、現に許可を受けて設置されている地下通路（以下「 

既設地下通路」という。）で、改正後の第36条第 5号の規定に適合しないも

のについては、この要綱の施行後最初に既設地下通路について改築又は大規

模な修繕をするまでの間は、当該規定を適用しない。 
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 名古屋市緑政土木局路政部道路管理課 
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名古屋市告示第 143号 

 

換地処分通知に係る公示送達 

 

 次の表の左欄に記載する者に対する同表右欄の土地に係る名古屋都市計画事

業公園西駅周辺土地区画整理事業施行者長久手市が発した土地区画整理法（昭

和29年法律第 119号）第 103条第 1項の規定による換地処分通知は、送付すべ

き場所を確知することができないので、同法第 133条第 1項及び同条第 2項に

おいて準用する同法第77条第 5項の規定により、書類の送付に代えて通知の内

容が名古屋都市計画事業公園西駅周辺土地区画整理事業施行地区内の愛知県長

久手市神門前84番地 1にある掲示板に掲示されています。 

 

  令和 5年 3月17日 

 

   名古屋市長  河  村  た か し  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市住宅都市局都市整備部市街地整備課 

書類の送付を受けるべき者 
土地の表示 

氏  名 住  所 

小村 裕廣 名古屋市東区横代官町17番地 愛知県長久手市堂脇 

488番10 

小村 雅代 名古屋市東区横代官町17番地 愛知県長久手市堂脇 

488番10 
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名古屋市告示第 144号 

 

   名古屋都市計画区域区分の変更 

 

 都市計画法（昭和43 年法律第 100号）第21条第 2項において準用する同法第

19条第 1項の規定により、名古屋都市計画区域区分を次のとおり変更しました。 

なお、関係図書は、同法第21条第 2項において準用する同法第20条第 2項の

規定により、名古屋市住宅都市局都市計画部都市計画課（名古屋市中区三の丸

三丁目 1番 1号）において公衆の縦覧に供します。 

 

  令和 5年 3月17日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

1 都市計画の種類 

  名古屋都市計画区域区分 

 

2 都市計画を変更する土地の区域 

名古屋市全域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市住宅都市局都市計画部都市計画課 

62



名古屋市告示第 145号 

 

   名古屋都市計画用途地域の変更 

 

 都市計画法（昭和43 年法律第 100号）第21条第 2項において準用する同法第

19条第 1項の規定により、名古屋都市計画用途地域を次のとおり変更しました。 

なお、関係図書は、同法第21条第 2項において準用する同法第20条第 2項の

規定により、名古屋市住宅都市局都市計画部都市計画課（名古屋市中区三の丸

三丁目 1番 1号）において公衆の縦覧に供します。 

 

  令和 5年 3月17日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

1 都市計画の種類 

  名古屋都市計画用途地域 

 

2 都市計画を変更する土地の区域 

名古屋市全域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市住宅都市局都市計画部都市計画課 
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名古屋市告示第 146号 

 

   名古屋都市計画高度地区の変更 

 

 都市計画法（昭和43 年法律第 100号）第21条第 2項において準用する同法第

19条第 1項の規定により、名古屋都市計画高度地区を次のとおり変更しました。 

なお、関係図書は、同法第21条第 2項において準用する同法第20条第 2項の

規定により、名古屋市住宅都市局都市計画部都市計画課（名古屋市中区三の丸

三丁目 1番 1号）において公衆の縦覧に供します。 

 

  令和 5年 3月17日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

1 都市計画の種類 

  名古屋都市計画高度地区 

 

2 都市計画を変更する土地の区域 

名古屋市全域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市住宅都市局都市計画部都市計画課 
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名古屋市告示第 147号 

 

   名古屋都市計画特定街区の変更 

 

 都市計画法（昭和43 年法律第 100号）第21条第 2項において準用する同法第

19条第 1項の規定により、名古屋都市計画特定街区を次のとおり変更しました。 

なお、関係図書は、同法第21条第 2項において準用する同法第20条第 2項の

規定により、名古屋市住宅都市局都市計画部都市計画課（名古屋市中区三の丸

三丁目 1番 1号）において公衆の縦覧に供します。 

 

  令和 5年 3月17日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

1 都市計画の種類 

  名古屋都市計画特定街区 

 

2 都市計画を変更する土地の区域 

名古屋市千種区覚王山通 8丁目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市住宅都市局都市計画部都市計画課 
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名古屋市告示第 148号 

 

   名古屋都市計画防火地域及び準防火地域の変更 

 

 都市計画法（昭和43 年法律第 100号）第21条第 2項において準用する同法第

19条第 1項の規定により、名古屋都市計画防火地域及び準防火地域を次のとお

り変更しました。 

なお、関係図書は、同法第21条第 2項において準用する同法第20条第 2項の

規定により、名古屋市住宅都市局都市計画部都市計画課（名古屋市中区三の丸

三丁目 1番 1号）において公衆の縦覧に供します。 

 

  令和 5年 3月17日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

1 都市計画の種類 

  名古屋都市計画防火地域及び準防火地域 

 

2 都市計画を変更する土地の区域 

名古屋市全域 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市住宅都市局都市計画部都市計画課 
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名古屋市告示第 149号 

 

   名古屋都市計画臨港地区の変更 

 

 都市計画法（昭和43 年法律第 100号）第21条第 2項において準用する同法第

19条第 1項の規定により、名古屋都市計画臨港地区を次のとおり変更しました。 

なお、関係図書は、同法第21条第 2項において準用する同法第20条第 2項の

規定により、名古屋市住宅都市局都市計画部都市計画課（名古屋市中区三の丸

三丁目 1番 1号）において公衆の縦覧に供します。 

 

  令和 5年 3月17日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

1 都市計画の種類 

  名古屋都市計画臨港地区 

 

2 都市計画を変更する土地の区域 

名古屋市全域 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市住宅都市局都市計画部都市計画課 
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名古屋市告示第 150号                

 

   名古屋都市計画緑化地域の変更 

 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第 2項において準用する同法第

19条第 1項の規定により、名古屋都市計画緑化地域を次のとおり変更しました。 

なお、関係図書は、同法第21条第 2項において準用する同法第20条第 2項の

規定により、名古屋市住宅都市局都市計画部都市計画課（名古屋市中区三の丸

三丁目 1番 1号）において公衆の縦覧に供します。 

 

  令和 5年 3月17日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1 都市計画の種類 

   名古屋都市計画緑化地域 

 

 2 都市計画を変更する土地の区域 

名古屋市全域（ただし、市街化調整区域を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  名古屋市住宅都市局都市計画部都市計画課 
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名古屋市告示第 151号 

 

   名古屋都市計画道路の変更 

 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第 2項において準用する同法第

19条第 1項の規定により、名古屋都市計画道路を次のとおり変更しました。 

なお、関係図書は、同法第21条第 2項において準用する同法第20条第 2項の

規定により、名古屋市住宅都市局都市計画部街路計画課（名古屋市中区三の丸

三丁目 1番 1号）において公衆の縦覧に供します。 

 

令和05年 3月17日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

1 都市計画の種類 

  名古屋都市計画道路 

 

2 都市計画を変更する土地の区域 

名称 起点 終点 主な経過地 

3・ 5・17号 

運河東線 

名古屋市中川区 

広川町 1丁目 

名古屋市港区 

熱田前新田 

字中川東 

名古屋市中川区 

福川町 5丁目 

3・ 5・18号 

日置中野新町線 

名古屋市中村区 

平池町 4丁目 

名古屋市中川区 

十一番町 1丁目 

名古屋市中川区 

八熊通 5丁目 

3・ 5・ 143号 

小栗橋線 

名古屋市中川区 

月島町 

名古屋市中川区 

横堀町 1丁目 
－ 

3・ 4・ 214号 

露橋線 

名古屋市中川区 

露橋一丁目 

名古屋市中川区 

東出町 2丁目 
－ 

 

 名古屋市住宅都市局都市計画部街路計画課 
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名古屋市告示第 152号 

 

   名古屋市中村スポーツセンター及び中スポーツセンターの臨時休 

館について 

 

 名古屋市体育館条例施行細則（令和 2年名古屋市規則第73号）第 2条第 3項

の規定に基づき、名古屋市中村スポーツセンターの第 1競技場及び会議室並び

に名古屋市中スポーツセンターの第 1競技場及び第 2競技場を令和 5年 4月 1

日から令和 6年 3月31日まで、臨時休館します。 

 

  令和 5年 3月17日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市スポーツ市民局スポーツ推進部スポーツ施設室 
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名古屋市教育委員会告示第 4 号 

 

   名古屋市博物館の臨時休館について 

 

 名古屋市博物館の改修工事のため、名古屋市博物館条例施行規則（昭和52年

名古屋市教育委員会規則第 5 号）第 4 条第 1 項の規定に基づき、名古屋市博物

館を令和 5 年10月 1 日から本館が開館するまで臨時休館します。 

 

  令和 5 年 3 月15日 

 

名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市博物館総務課 
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名古屋市教育委員会告示第 5 号 

 

教育委員会定例会の開催について 

 

令和 5 年 3 月24 日午前10 時00分教育委員会室において教育委員会定例会を開

催し次の議件を付議します。 

 

令和 5 年 3 月17 日 

 

名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広  

 

 市長の権限に属する事務の補助執行に係る協議について 

 名古屋市教育委員会事務局規則の一部を改正する規則案について 

 名古屋市子ども適応相談センター処務規則の一部を改正する規則案について 

 名古屋市学校事務センター規則の一部を改正する規則案について 

 名古屋市図書館処務規則及び名古屋市図書館館則の一部を改正する規則案に

ついて 

 名古屋市教育センター処務規則の一部を改正する規則案について 

 名古屋市教育委員会公印規則の一部を改正する規則案について 

 名古屋市立高等学校学則の一部を改正する規則案について 

 名古屋市立特別支援学校学則の一部を改正する規則案について 

 名古屋市立幼稚園園則の一部を改正する規則案について 

 名古屋市博物館処務規則等の一部を改正する規則案について 

 博物館の登録に関する規則の一部を改正する規則案について 

 名古屋市博物館条例施行規則の一部を改正する規則案について 

 名古屋市教育委員会会議規則の一部を改正する規則案について 

 名古屋市教育委員会教育長及び事務局職員の勤務時間の特例等に関する規則

等の一部を改正する規則案について 

 名古屋市美術館条例施行規則等の一部を改正する規則案について 

 名古屋市立小学校の通学区域の変更について 
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 令和 5 年度名古屋市立幼稚園満 3 歳児園児募集要項について 

 第 4 次名古屋市子ども読書活動推進計画の策定について 

 名古屋市科学館B6 型蒸気機関車及び旧型客車等の展示に係る基本計画の策定

について 

 退職手当支給制限処分に関する審査請求について 

 名古屋市教育委員会事務局指定管理者選定委員会委員の委嘱について 

 名古屋市いじめ対策検討会議委員委嘱について 

 

名古屋市教育委員会事務局総務部総務課 

73



名古屋市農業委員会告示第 1号 

 

   農業委員会会長を代理する者について 

 

 名古屋市農業委員会の会長を代理する者を次のとおり定めたので、名古屋市

農業委員会規程第 5条の規定により告示する。 

 

  令和 5年 3月14日 

 

名古屋市農業委員会  

 

1 会長を代理する者の氏名 

  布目 已佐子 

2 会長を代理する期間 

  令和 5年 3月14日から農業委員会会長が選出される日まで 

 

 

 

 

 

 

農業委員会事務局農政課 

74



名古屋市消防局告示第 4号 

 

   名古屋市消防局告示の一部改正について 

 

昭和25年名古屋市消防局告示第 3号（名古屋市消防公告式規程）、昭和61年

名古屋市消防局告示第 2号（火災予防条例第71条の 2第 1項に規定するとう道

等の指定について）及び平成 9年名古屋市消防局告示第 6号（液化石油ガスの

保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第 2項及び液化石油ガスの保

安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第56条第 2項に規定する意見

書の交付の申請手続）の一部を次のように改正し、令和 5年 4月 1日から施行

する。 

 

令和 5年 3月15日 

 

名古屋市消防長  小 出 豊 明 

 

 1 昭和25年名古屋市消防局告示第 3号の一部を次のように改正する。 

第 1条中「消防長」を「消防局長」に改める。 

第 2条中「消防長名」を「消防局長名」に改める。 

 

 2 昭和61年名古屋市消防局告示第 2号の一部を次のように改正する。 

  第 3項中「消防長」を「消防局長」に改める。 

 

3 平成 9年名古屋市消防局告示第 6号の一部を次のように改正する。 

第 1項中「、貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する消防署長を経 

由して消防長」を「消防局長」に改める。 

  様式中「 

※交付年月日   年  月  日 
 を削り、 

※交 付 番 号  

                        」 
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 「（あて先）名古屋市消防長」を「（宛先）名古屋市消防局長」に改め、同

様式注第 2項を削り、同様式注第 1項の項番号を削る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市消防局総務部総務課 
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名古屋市上下水道局管理規程第７号 

 

名古屋市上下水道局安全衛生管理規程（平成12年名古屋市上下水道局管理規

程第38号）の一部を次のように改正する。 

 

令和５年３月14日 

 

名古屋市上下水道局長  飯 田   貢  

 

 第４条の見出し中「部」を「局」に改め、同条第１項中「部に」を「局に局

総括安全衛生管理者を、部に」に改め、「法第11条に定める」及び「法第12条

に定める」を削り、同条第３項中「部総括安全衛生管理者」を「局総括安全衛

生管理者は次長の職にある者を、部総括安全衛生管理者」に改める。 

 第５条を次のように改める。 

（局総括安全衛生管理者等の職務） 

第５条 局総括安全衛生管理者は、部総括安全衛生管理者及び安全衛生管理者

を指揮監督し、局における法その他の関係法令及びこの規程に基づく安全衛

生に関する事項を統括管理する。 

２ 総務部安全衛生課長（以下「安全衛生課長」という。）は局総括安全衛生

管理者の業務を補佐し、局の安全及び衛生に関する総合的指導を行い、部総

括安全衛生管理者は部における安全及び衛生に関する指導及び調整を行う。 

 第７条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（衛生管理医師及び職場

産業医）」を付し、同条第１項中「職場産業医」の次に「（以下「産業医等」

という。）」を加え、同条第２項各号列記以外の部分中「前項に定める衛生管

理医師及び職場産業医」を「産業医等」に改め、同項第１号中「健康診断及び

その結果に基づく職員の健康を保持するための措置」を「次に掲げる事項」に

改め、同号に次のように加える。 

  ア 健康診断及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関

すること。 

  イ 法第66条の８第１項に定める面接指導及び法第66条の９に定める必要
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な措置並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に

関すること。 

  ウ 法第66条の10第１項に定める心理的な負担の程度を把握するための検

査並びに同条第３項に定める面接指導及びその結果に基づく職員の健康

を保持するための措置に関すること。 

  エ 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に

関すること。 

  オ 衛生教育に関すること。 

  カ その他医学的専門的立場から職員の健康管理及び健康保持増進に必要

な事項 

 第７条第２項第２号キ中「衛生」を「職場の」に改め、同号に次のように加

える。 

  ク 安全衛生委員会に出席し、安全衛生に関する事項を調査審議すること。 

 第７条第３項中「衛生管理医師及び職場産業医」を「産業医等」に、「前項

各号に掲げる事項について」を「職員の健康を確保するため必要があると認め

るときは、」に改め、「局長」の次に「に対して職員の健康管理等について勧

告を行うほか、前項各号に掲げる事項について局総括安全衛生管理者又は部総 

括安全衛生管理者」を、「勧告し、」の次に「又は」を加え、「指導又は助言」 

を「指導及び助言」に改め、同条第４項を次のように改める。 

４ 衛生管理医師と職場産業医は、これを兼ねることができる。 

 第７条の次に次の１条を加える。 

第７条の２ 産業医等は、法第13条第２項に規定する要件を満たす者のうちか

ら局長が委嘱状を交付することにより、委嘱する。 

２ 産業医等の勤務時間及びその割振りについては、１日当たり６時間を超え

ない範囲内で、別に定める。 

３ 名古屋市上下水道局職員の勤務時間及び休暇に関する規程（平成12年名古

屋市上下水道局管理規程第23号）第10条の規定は、産業医等の休日について

準用する。 

４ 産業医等の報酬は、次表の左欄に掲げる職の区分に応じて、それぞれ同表

の右欄に掲げる額に、勤務日１日当たりの勤務時間数（１時間に満たない端

78



数があるときは、１時間に切り上げる。）を乗じて得た額とする。 

職の区分 報酬の額 

衛生管理医師 21,400円 

職場産業医 21,400円 

５ 産業医等が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償とし

て旅費を支給することができる。この場合において、支給する旅費の額は、

産業医等の職務の級が７級に相当するものとして、名古屋市旅費条例（昭和

25年名古屋市条例第32号）の規定を適用して算定する。 

６ 前２項の規定に基づく報酬及び費用弁償は、産業医等の申出により、口座

振替の方法により支払うことができる。 

７ 産業医等の報酬の支払いの対象となる期間（以下「報酬期間」という。）

は、職務を行った日又は職務を行った日の属する月の初日から末日までとし、

当該報酬期間につき報酬を支給する。 

８ 産業医等の報酬の支給日は、名古屋市上下水道局職員の給与に関する規程

（平成12年名古屋市上下水道局管理規程第31号）第６条第１項から第３項ま

での規定を準用する。この場合において、同条第１項中「給与期間の給料」

とあるのは「報酬期間の報酬」と、「給与期間内」とあるのは「報酬期間の

翌月」と、同条第２項及び第３項中「給料」とあるのは「報酬」と読み替え

るものとする。 

９ 産業医等の公務上の災害の補償については、労働者災害補償保険法（昭和

22年法律第50号）の定めるところによる。 

10 局長は、産業医等が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱す

ることができる。 

 (1) 辞職を申し出たとき。 

 (2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき。 

 (3) その他局長が認めたとき。 

 第８条第２項中「前条に規定する衛生管理医師及び職場産業医」を「産業医

等」に改める。 

第16条第７項、第19条第１項及び第21条第１項中「総務部安全衛生課」を「

経営本部総務部安全衛生課」に改める。 

79



第40条中「安全衛生課長」を「局総括安全衛生管理者」に改める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この規程による改正後の名古屋市上下水道局安全衛生管理規程に基づく衛

生管理医師及び職場産業医の委嘱に関し必要な行為は、この規程の施行前に

おいても行うことができる。 
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名古屋市上下水道局管理規程第８号 

 

名古屋市上下水道局分課規程（平成16年名古屋市上下水道局管理規程第13号） 

の一部を次のように改正する。 

 

令和５年３月15日 

 

名古屋市上下水道局長  飯 田   貢  

 

「第２章 総務部（第６条―第11条） 

第３章 経営本部（第12条―第20条の２）」 

（第６条―第20条の２）に、「第４章」を「第３章」に改める。 

        「 総務部       「経営本部 

           総務課        総務部 

           防災危機管理室     総務課 

           労務課         防災危機管理室 

第１条第１項中   安全衛生課   を   労務課     に、 

           調査課         安全衛生課 

           契約監理課       調査課 

           人材育成推進室     契約監理課 

         経営本部     」    人材育成推進室」 

計第一課  「配水設計課 

計第二課」  下水設計課」 

 第２条第３項中「局又は」を削る。 

 「第２章 総務部」を「第２章 経営本部」に改める。 

 第６条（見出しを含む。）中「総務部」を「経営本部総務部」に改め、同条

庶務係の項第７号中「部内」を「本部内及び部内」に改め、同項第10号中「他

部課公所係及び部内他課公所係」を「他本部及び本部内他部課公所係」に改め

る。 

 第６条の２から第11条までの規定（これらの規定の見出しを含む。）中「総

目次中 を「第２章 経営本部 

「設 

 設 

を に改める。 
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務部」を「経営本部総務部」に改める。 

 「第３章 経営本部」を削る。 

第12条経営企画係の項第１号中「本部内及び」を削り、同項第15号中「本部

内他部課公所係」を「部内他課公所係」に改める。 

 第14条下水道経理係の項第６号中「管理」を「開発」に改める。 

 第４章を第３章とする。 

 第21条計画第一係の項中「計画第一係」を「基本計画係」に改め、同条計画

第二係の項中「計画第二係」を「事業計画係」に改め、同条計画第三係の項中

「計画第三係」を「事業調整係」に改める。 

 第25条設計第一係の項中「設計第一係」を「水道土木設計係」に改め、同条

設計第二係の項中「設計第二係」を「下水幹線設計係」に改め、同条設計第三

係の項中「設計第三係」を「下水土木設計係」に改める。 

 第27条工事第一係の項から工事第三係の項までを次のように改める。 

水道工事係 

(1) 水道基幹施設等の新設、増設及び改造工事の施行に関すること。ただし、 

第32条第２項配水工事係の部分第２号に規定するものを除く。 

下水北部工事係 

(1) 千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、中川区、守山区及び名東区

における下水道の拡張工事及び改良工事の施行に関すること。ただし、下

水管等の拡張工事及び改良工事にあっては、大規模工事に係るものに限る。 

下水南部工事係 

(1) 昭和区、瑞穂区、熱田区、港区、南区、緑区及び天白区における下水道

の拡張工事及び改良工事の施行に関すること。ただし、下水管等の拡張工

事及び改良工事にあっては、大規模工事に係るものに限る。 

第28条事務係の項第６号中「設計第一課」を「配水設計課」に、「設計第二

課」を「下水設計課」に改める。 

第30条（見出しを含む。）中「設計第一課」を「配水設計課」に改め、同条

設計第一係の項から設計第三係の項までを次のように改める。 

東部南部設計係 

(1) 千種区、東区、中区、昭和区、瑞穂区、守山区、緑区、名東区及び天白
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区（以下この項において「所管区域」という。）において施行する配水管

及び配水施設の新設、改良、維持及び復旧工事の設計に関すること。 

(2) 所管区域における送水管布設工事の設計（水道建設工事に係るものを除

く。）に関すること。 

(3) 設計業務の効率化推進における企画調整に関すること。 

(4) 管路センター（下水部門を除く。）の施工管理に係る企画調整に関する

こと。 

(5) 課内他係の主管に属しないこと。 

北部西部設計係 

(1) 北区、西区、中村区、熱田区、中川区、港区及び南区並びに本市水道の

本市の区域外における給水区域（以下この項において「所管区域」とい 

う。）において施行する配水管及び配水施設の新設、改良、維持及び復旧

工事の設計に関すること。 

(2) 所管区域における送水管布設工事の設計（水道建設工事に係るものを除

く。）に関すること。 

(3) 設計業務の効率化推進における企画調整に関すること。 

(4) 管路センター（下水部門を除く。）の施工管理に係る企画調整に関する

こと。 

受託設計係 

(1) 配水管受託工事の設計に関すること。ただし、第19条審査係の項第４号

に規定するものを除く。 

(2) 都市計画事業に伴う配水管工事の設計に関すること。 

(3) 単価契約方式によって契約が締結される配水管移設等工事及び道路掘削

跡復旧工事の設計に関すること。 

(4) 設計業務の効率化推進における企画調整に関すること。 

(5) 管路センター（下水部門を除く。）の施工管理に係る企画調整に関する

こと。 

第31条（見出しを含む。）中「設計第二課」を「下水設計課」に改め、同条

設計第一係の項中「設計第一係」を「北部南部設計係」に改め、同条設計第二

係の項中「設計第二係」を「西部設計係」に改め、同条設計第三係の項中「設
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計第三係」を「東部設計係」に改める。 

第36条整備計画係の項中第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加え

る。 

(7) 浄水場及び水処理センター等の新設、増設、改造及び維持工事の施工管

理に係る手引き、研修等に関すること。 

                             「名城処理 

守山処理 

柴田処理 

鳴海処理 

 第40条第２項処理第一係・処理第二係の部分中       を 植田処理 

打出処理 

岩塚処理 

宝神処理 

山崎処理 

係 

係 

係 

係 

係 に改め、同条第３項を削る。 

係 

係 

係 

係」 

別表第１に次のように加える。 

西部営業センター 熱田区 中川区 港区 南区 

 別表第１の２中川営業所の項及び港営業所の項を削る。 

 別表第５中 

「 

北部名城水処理事務所 処理第一係  

 処理第二係  

「処理第一係 

処理第二係」 
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東部柴田水処理事務所 処理第一係  

 処理第二係  

 処理第三係  を 

西部打出水処理事務所 処理第一係  

 処理第二係  

南部宝神水処理事務所 処理第一係  

 処理第二係  

                         」 

「 

北部水処理事務所 名城処理係  

 守山処理係  

東部水処理事務所 柴田処理係  

 鳴海処理係  

 植田処理係  に改める。 

西部水処理事務所 打出処理係  

 岩塚処理係  

南部水処理事務所 宝神処理係  

 山崎処理係  

                         」 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程の施行の際、この規程による改正前の名古屋市上下水道局分課規

程に規定する次表左欄に掲げる課、室又は公所に勤務する職員（係長及びこ

れに相当する職以上の職にある者を除く。）は、別段の命令を受けた場合を

除き、施行日に、同表左欄の課、室又は公所に対応する同表右欄の課、室又

は公所に勤務を命ぜられたものとみなす。 

総務部総務課 経営本部総務部総務課 
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総務部防災危機管理室 経営本部総務部防災危機管理室 

総務部労務課 経営本部総務部労務課 

総務部安全衛生課 経営本部総務部安全衛生課 

総務部調査課 経営本部総務部調査課 

総務部契約監理課 経営本部総務部契約監理課 

総務部人材育成推進室 経営本部総務部人材育成推進室 

経営本部営業部中川営業所 
経営本部営業部西部営業センター 

経営本部営業部港営業所 

技術本部管路部設計第一課 技術本部管路部配水設計課 

技術本部管路部設計第二課 技術本部管路部下水設計課 

技術本部施設部北部名城水処理事務

所 

技術本部施設部北部水処理事務所 

技術本部施設部東部柴田水処理事務

所 

技術本部施設部東部水処理事務所 

技術本部施設部西部打出水処理事務

所 

技術本部施設部西部水処理事務所 

技術本部施設部南部宝神水処理事務

所 

技術本部施設部南部水処理事務所 

 （名古屋市上下水道局工務長設置規程の一部改正） 

３ 名古屋市上下水道局工務長設置規程（平成12年名古屋市上下水道局管理規

程第６号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項第４号を次のように改める。 

  (4) 技術本部建設部建設工事事務所水道工事係 

  第２条第１項第８号を次のように改める。 

  (8) 技術本部施設部水処理事務所名城処理係、守山処理係、柴田処理係、

鳴海処理係、植田処理係、打出処理係、岩塚処理係及び宝神処理係 

  第２条第２項中「総務部人材育成推進室育成総括係」を「経営本部総務部

人材育成推進室育成総括係」に、「技術本部施設部南部宝神水処理事務所処

理第二係」を「技術本部施設部南部水処理事務所山崎処理係」に改める。 

  附則第２項中「経営本部営業部東部営業センター地域サービス係」を「経
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営本部営業部給排水設備課量水器係」に改め、「、経営本部営業部給排水設

備課量水器係には工務長を３名」を削る。 

  附則中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、附則第２項の次に次の

１項を加える。 

 ３ 第２条及び前項の規定にかかわらず、当分の間、職員への技能指導を主

たる職務とする工務長を第２条及び前項に定める数を超えて置くことがで

きるものとする。 

 （名古屋市上下水道局公印規程の一部改正） 

４ 名古屋市上下水道局公印規程（平成12年名古屋市上下水道局管理規程第９

号）の一部を次のように改正する。 

  別表中 

 「 

部長

印 

やま

と古

字 

方

21 

 一般公

文書用 

総務課長  

 やま

と古

字 

方

21 

  一般公

文書用 

部の庶務

担当課長

（総務課

長を除

く。） 

 

課（

室）

（公

所）

長印 

やま

と古

字 

方

21 

 一般公

文書用 

総務部に

属する課

の長 

 

名 古 屋 市 

上 下 水 道 局 

総 務 部 

（何）課（室）長 

名 古 屋 市 

上 下 水 道 局 

（ 何 ） 本 部 

（ 何 ） 部 長 

名 古 屋 市 

上 下 水 道 局 

総 務 部 長 
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 やま

と古

字 

方

21 

 一般公

文書用 

課又は公

所の長（

総務部に

属する課

の長を除

く。） 

 

                                  」

を 

 「 

部長

印 

やま

と古

字 

方

21 

 一般公

文書用 

部の庶務

担当課長 

 

課（

室）

（公

所）

長印 

やま

と古

字 

方

21 

 一般公

文書用 

課又は公

所の長 

 

                                  」

に改め、同表副公所長印の項形式の欄を次のように改める。 

 

 （名古屋市上下水道局内部監査規程の一部改正） 

名 古 屋 市 

上 下 水 道 局 

（ 何 ） 本 部 

（ 何 ） 部 長 

名 古 屋 市 

上 下 水 道 局 

（ 何 ） 本 部 

（ 何 ） 部 

（何）課（室）（公所）長 

名 古 屋 市 

上 下 水 道 局 

（ 何 ） 本 部 

（ 何 ） 部 

（何）課（室）（公所）長 

名 古 屋 市 

上 下 水 道 局 

（ 何 ） 本 部 

（ 何 ） 部 

（ 何 ） 副 公 所 長 
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５ 名古屋市上下水道局内部監査規程（平成12年名古屋市上下水道局管理規程

第12号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第４項中「総務部調査課」を「経営本部総務部調査課」に改める。 

 （名古屋市上下水道局職員証規程の一部改正） 

６ 名古屋市上下水道局職員証規程（平成16年名古屋市上下水道局管理規程第

４号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第１裏中「総務部総務課」を「経営本部総務部総務課」に改める。 

 （名古屋市上下水道局職員証規程の一部改正に伴う経過措置） 

７ この規程の施行の際、現に前項の規定による改正前の名古屋市上下水道局

職員証規程の規定に基づいて交付されている職員証は、前項の規定による改

正後の名古屋市上下水道局職員証規程の規定に基づいて交付されたものとみ

なす。 

 （名古屋市上下水道局職員表彰規程の一部改正） 

８ 名古屋市上下水道局職員表彰規程（平成12年名古屋市上下水道局管理規程

第30号）の一部を次のように改正する。 

  第９条第４項中「総務部総務課」を「経営本部総務部総務課」に改める。 

 （名古屋市上下水道局電気主任技術者等設置規程の一部改正） 

９ 名古屋市上下水道局電気主任技術者等設置規程（平成29年名古屋市上下水

道局管理規程第２号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１水道事業電気主任技術者の部営業部の款営業課の項中 

 「 

東部営業センター名東分室 

                    」 

 「 

東部営業センター名東分室 

西部営業センター 

西部営業センター港分室 

                    」 

 「 

瑞穂営業所 

を 

に、 
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中川営業所 

港営業所 

                    」 

 「 

瑞穂営業所 

                    」 

 任技術者の部施設部の款北部名城水処理事務所の項中「北部名城水処理事務

所」を「北部水処理事務所」に改め、同款東部柴田水処理事務所の項中「東

部柴田水処理事務所」を「東部水処理事務所」に改め、同款西部打出水処理

事務所の項中「西部打出水処理事務所」を「西部水処理事務所」に改め、同

款南部宝神水処理事務所の項中「南部宝神水処理事務所」を「南部水処理事

務所」に改める。 

  別表第２移動用発電設備電気主任技術者の部施設部の款南部宝神水処理事

務所の項中「南部宝神水処理事務所」を「南部水処理事務所」に改める。 

 （名古屋市上下水道局被服貸与規程の一部改正） 

10 名古屋市上下水道局被服貸与規程（平成12年名古屋市上下水道局管理規程

第42号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１中 

 「               「 

括弧書きは、総務部人材育

成推進室（以下「人材育成

推進室」という。）、技術

本部建設部工務課（設計第

三係に限る。）、同部施設

課（以下「施設課」とい

う。）、技術本部施設部施

設整備課（以下「施設整備

課」という。）又は水処理

事務所に勤務する者に適用

する。 

を 

括弧書きは、経営本部総務

部人材育成推進室（以下「

人材育成推進室」とい 

う。）、技術本部建設部工

務課（下水土木設計係に限

る。）、同部施設課（以下

「施設課」という。）、技

術本部施設部施設整備課（

以下「施設整備課」とい

う。）又は水処理事務所に

勤務する者に適用する。 

に、 

を 

に改め、同表下水道事業電気主 
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               」               」 

 「               「 

総務部契約監理課、技術管

理課、技術開発室、施設課

又は技術本部施設部の課若

しくは公所に勤務する者（

現場監督及びその補助作業

に従事する者並びに水質試

験に従事する者に限る。）

に限る。 

を 

経営本部総務部契約監理課、

技術管理課、技術開発室、

施設課又は技術本部施設部

の課若しくは公所に勤務す

る者（現場監督及びその補

助作業に従事する者並びに

水質試験に従事する者に限

る。）に限る。 

に、 

               」               」 

 「               「 

 括弧書きは、総務部調査課

（以下「調査課」という。） 

に勤務する者に適用する。 
を 

括弧書きは、経営本部総務

部調査課（以下「調査課」

という。）に勤務する者に

適用する。 

に改め 
 

               」               」 

 る。 

 （名古屋市上下水道局会計規程の一部改正） 

11 名古屋市上下水道局会計規程（平成15年名古屋市上下水道局管理規程第12

号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第２項及び第10条第２項中「総務部、」を削る。 

 （名古屋市上下水道局水道技術管理者等設置規程の一部改正） 

12 名古屋市上下水道局水道技術管理者等設置規程（平成13年名古屋市上下水

道局管理規程第30号）の一部を次のように改正する。 

  別表中「技術本部管路部設計第一課」を「技術本部管路部配水設計課」に

改める。 

 （名古屋市上下水道局災害用機材倉庫及び応急給水センターに関する規程の

一部改正） 

13 名古屋市上下水道局災害用機材倉庫及び応急給水センターに関する規程（
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平成12年名古屋市上下水道局管理規程第62号）の一部を次のように改正する。 

  第10条第２項中「総務部防災危機管理室」を「経営本部総務部防災危機管

理室」に改める。 
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名古屋市上下水道局管理規程第９号 

 

名古屋市上下水道局次長以下代決規程の一部を次のように改正する。 

 

令和５年３月15日 

 

名古屋市上下水道局長  飯 田   貢  

 

第１条 名古屋市上下水道局次長以下代決規程（平成12年名古屋市上下水道局

管理規程第７号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１人事・服務関係の表課公所長の欄第４号中「及び特殊夜間勤務命 

令」を「、特殊夜間勤務命令及び交替制勤務命令」に改め、同表第６号中「、 

半日勤務時間の割振り変更及び休憩時間の変更」を削り、同表に次のように

加える。 

７ 次長及び局に

置く参事の勤務

時間等の特例が

設けられた場合

における勤務時

間、週休日又は

休憩時間の割振

りの決定に関す

ること。 

本部長等の勤

務時間等の特例

が設けられた場

合における勤務

時間、週休日又

は休憩時間の割

振りの決定に関

すること。 

課長等の勤務

時間等の特例が

設けられた場合

における勤務時

間、週休日又は

休憩時間の割振

りの決定に関す

ること。 

 所属員の勤務

時間等の特例が

設けられた場合

における勤務時

間、週休日又は

休憩時間の割振

りの決定に関す

ること。 

第２条 名古屋市上下水道局次長以下代決規程の一部を次のように改正する。 

  別表第１人事・服務関係の表次長の欄第１号の２中「及び局に置く参事」

を削り、同表本部長の欄第１号の２中「、本部に置く参事及び所属の部長」

を「並びに所属の部長及び参事」に改め、同表次長の欄第２号中「及び局に

置く参事」を削り、同表本部長の欄第２号中「総務部安全衛生課」を「経営

本部総務部安全衛生課」に、「総務部人材育成推進室」を「経営本部総務部

人材育成推進室」に、「企画経理部情報企画推進課」を「経営本部企画経理
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部情報企画推進課」に改め、同表次長の欄第３号及び第４号から第７号まで

の規定中「及び局に置く参事」を削り、同表備考を削る。 

 別表第１財務関係の表備考を削る。 

 別表第１事業執行関係の表備考を削る。 

 別表第３主管課の欄第２号中「総務部契約監理課」を「経営本部総務部契

約監理課」に改め、同表主管課の欄第６号中「計画部技術管理課」を「技術

本部計画部技術管理課」に改める。 

  別表第４財務関係の表主管課公所長の欄第30号中「、管路センター長」を

削る。 

  別表第４事業執行関係の表主管部長の欄第４号の２中「介護休暇」を「育

児休業、介護休暇」に改め、同表第10号の３及び第10号の３の２中「消去・

利用停止」を「利用停止」に改め、同表主管部長の欄第17号の２中「営業部

営業課及び営業部料金課」を「経営本部営業部営業課及び経営本部営業部料

金課」に改める。 

  

附 則 

この規程中第１条の規定は発布の日から、第２条の規定は令和５年４月１日

から施行する。 
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   大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出の公告 

 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 5条第 1項の規定により大

規模小売店舗の新設の届出がなされましたので、同条第 3項の規定により次の

とおり公告します。 

 

  令和 5年 3月16日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  コーナンＰＲＯ新守山店 

  名古屋市守山区新守山2906番 

 

2 大規模小売店舗を設置する者及びこの大規模小売店舗において小売業を行 

う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

 (1) 設置者 

氏名又は名称 代表者の氏名 住       所 

コーナン商事㈱ 代表取締役 

疋田 直太郎 

堺市西区鳳東町四丁 401番地 1 

 (2) 小売業者 

氏名又は名称 代表者の氏名 住       所 

コーナン商事㈱ 代表取締役 

疋田 直太郎 

堺市西区鳳東町四丁 401番地 1 

 

 3 大規模小売店舗の新設をする日 

  令和 5年11月 4日 

 

 4 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

   1,150平方メートル 
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 5 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

 (1) 駐車場の収容台数 

   44台 

 (2) 駐輪場の収容台数 

   17台 

 (3) 荷さばき施設の面積 

   32.0平方メートル 

 (4) 廃棄物等の保管施設の容量 

     7.0立方メートル 

 

 6 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

 (1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

小売業者 開店時刻 閉店時刻 

コーナン商事㈱ 午前 6時30分 午後 9時00分 

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

駐車場 駐車可能時間帯 

敷地内平面駐車場 午前 6時00分から午後 9時30分まで 

 (3) 駐車場の自動車の出入口の数 

    1箇所 

 (4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

荷さばき施設 荷さばき可能時間帯 

建物南東側荷さばき施設 午前 6時00分から午後10時00分まで 

 

7 届出の日 

  令和 5年 3月 3日 

 

 8 届出書等の縦覧場所 

  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課（名古屋市役所本庁舎 5階） 

  守山区役所情報コーナー、東区役所情報コーナー及び北区役所情報コーナ
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ー 

 

 9 届出書等の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

  令和 5年 3月16日から同年 7月18日まで。ただし、名古屋市の休日を定め

る条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の休日

を除きます｡ 

  午前 8時45分から午後 5時00分まで 

 

10 大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定に基づき、この大規模小売店舗

を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項に

ついて意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、名古屋市に対し意

見書の提出によりこれを述べることができます。 

 

11 意見書の提出期限及び提出先 

  令和 5年 7月18日  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 

 

                 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 
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   大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出の公告 

 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 5条第 1項の規定により大

規模小売店舗の新設の届出がなされましたので、同条第 3項の規定により次の

とおり公告します。 

 

  令和 5年 3月16日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  バロー中小田井店 

  名古屋市西区中小田井四丁目 380番 

 

2 大規模小売店舗を設置する者及びこの大規模小売店舗において小売業を行 

う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

 (1) 設置者 

氏名又は名称 代表者の氏名 住       所 

㈱バロー 代表取締役 

田代 正美 

岐阜県多治見市大針町 661番地の 1 

 (2) 小売業者 

氏名又は名称 代表者の氏名 住       所 

㈱バロー 代表取締役 

田代 正美 

岐阜県多治見市大針町 661番地の 1 

未定 未定 未定 

 

 3 大規模小売店舗の新設をする日 

  令和 5年10月25日 
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 4 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

   4,558平方メートル 

 

 5 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

 (1) 駐車場の収容台数 

    296台 

 (2) 駐輪場の収容台数 

    160台 

 (3) 荷さばき施設の面積 

    340.0平方メートル 

 (4) 廃棄物等の保管施設の容量 

    75.8立方メートル 

 

 6 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

 (1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

小売業者 開店時刻 閉店時刻 

㈱バロー 午前 9時00分 午後 9時45分 

未定 

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

駐車場 駐車可能時間帯 

平面駐車場 午前 8時30分から午後10時00分まで 

屋上駐車場 

 (3) 駐車場の自動車の出入口の数 

    3箇所 

 (4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

荷さばき施設 荷さばき可能時間帯 

店舗西側 Ａ荷さばき施設 午前 6時00分から午後10時00分まで 

店舗西側 Ｂ荷さばき施設 

店舗東側 Ｃ荷さばき施設 午前 6時00分から午前 7時00分まで 
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7 届出の日 

  令和 5年 2月24日 

 

 8 届出書等の縦覧場所 

  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課（名古屋市役所本庁舎 5階） 

  西区役所情報コーナー 

 

 9 届出書等の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

  令和 5年 3月16日から同年 7月18日まで。ただし、名古屋市の休日を定め

る条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の休日

を除きます｡ 

  午前 8時45分から午後 5時00分まで 

 

10 大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定に基づき、この大規模小売店舗

を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項に

ついて意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、名古屋市に対し意

見書の提出によりこれを述べることができます。 

 

11 意見書の提出期限及び提出先 

  令和 5年 7月18日  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 

 

                 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 
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   農業委員会総会の開催公告 

 

 農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第27条第 1項の規定に基 

づき名古屋市農業委員会総会を開催するので、次のとおり公告する。 

 

  令和 5年 3月16日 

 

          名古屋市農業委員会会長職務代理者 布目 已佐子 

 

1 開催日時 

令和 5年 3月20日（月）午後 2時00分 

2 場所 

  名古屋市役所西庁舎12階 西12Ｃ会議室 

  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

3 議案 

第23号議案 農地法第 3条の規定による所有権移転許可申請について 

第24号議案 農地法第 4条の規定による許可申請について 

第25号議案 農地法第 5条の規定による所有権移転許可申請について 

第26号議案 農地法第 5条の規定による使用貸借権設定許可取消願につい

て 

第27号議案 相続税の納税猶予に関して引き続き農業経営を行っている旨

の証明願について 

第28号議案 相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

第29号議案 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第 3条

の規定による承認について 

第30号議案 農業経営基盤強化促進法第18条第 1項の決定について 

第31号議案 農業振興地域整備計画変更に関する意見聴取について 

第32号議案 名古屋市農業委員会事務局規程の一部改正について 

第33号議案 名古屋市農業委員会事務局長以下代決規程の一部改正につい

て 
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                  名古屋市農業委員会事務局農政課 
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   職員の懲戒処分 

 

 地方公務員法（昭和25 年法律第 261  号）の規定により、次の者を令和 5 年 3  

月16 日懲戒処分に付した。 

 

  令和 5 年 3 月16 日 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

所属及び補職名 処分の内容 処 分 理 由 

総務局課長級 停職 1 月 
地方公務員法第29 条第 1 項第 1 号から 

第 3 号まで 

住宅都市局技師 戒告 
地方公務員法第29 条第 1 項第 1 号及び 

第 3 号 
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